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【
三
】
小
峠
の
開
発
と
自
立＊

39
〜
60
、
62
は
岸
和
田
市
笠
松
俊
男
家
文
書

（
一
）
小
峠
の
開
発
・
相
続
と
紙
漉

39　

小
峠
開
発
承
諾
書　
　

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）

　
　
　

進
申
紙
屋
林
之
事

一
小
峠
紙
屋
林
山
之
儀
、
辰
巳
ハ
小
峠
て（

 
出
　
張
 
）

は
り
城
尾
ゟ
、
東
ハ
城
屋
敷
へ
見
通

し
、
北
ハ
宮
川
口
橋
尾
限
、
西
南
ハ
本
道
限
、
右
之
分
進
申
候
間
、
紙
屋
林

ニ
可
被
成
候
、
少
も
異
儀（

議
）

無
御
座
候
、
為
後
日
証
文
如
件
、市

寺
原

右
衛
門　

㊞

喜
ゆ
こ
川

太
夫　

㊞

万
治
三
年
子
ノ
九
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
西
原

　
　

吉　

㊞

伊
寺
原

左
衛
門　

㊞

与
同

　
　

助　

㊞

清
同

右
衛
門　

㊞

与
同

左
衛
門　

㊞

左
太
夫
殿　
　
　
　
　

久
西
原

二
郎　

㊞

文
同

右
衛
門　

㊞

文
ゆ
こ
川

二
郎　

㊞

六
同

左
衛
門　

㊞

40　

紙
漉
奉
公
人
請
書　
　

寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）

　
　
　
　

覚　

主（
種
）

々
思
寄
之
相
談
之
事

一
今
迄
男
女
共
猥
ニ
付
、
度
々
欠
落
仕
親
・
親
類
一
門
之
者
ニ
色
々
骨
を
懸
、

其
所
在
所
之
請
人
迄
ニ
隙
を
取
、
親
を
た
お
し
申
様
成
儀
ハ
向
後
仕
間
敷
候
、

一
男
女
之
道
猥
ニ
仕
候
ハ
て
不
叶
と
申
者
ハ
、
断
を
申
寝
所
を
定
、
向
後
ハ
永

代
之
譜
代
ニ
罷
成
可
申
と
一
札
致
居
可
申
事
、

一
親
之
奉
公
ニ
候
得
共
、
左
様
ニ
身
を
堅
め
奉
公
可
仕
事
ハ
不
罷
成
候
と
申
者

候
ハ
ヽ
、
其
者
之
親
を
呼
越
、
人
代
を
立
置
、
親
の
方
へ
帰
り

（
マ
マ
）

可
申
事
、

一
老
若
共
男
女
之
寝
所
別
々
ニ
致
、
用
所
有
之
時
ハ
男
請
取
、
女
子
共
ニ
取
次

さ
せ
可
申
事
、

一
紙
漉
之
子
共
、
破
紙
又
ハ
は

（
 
端
 
紙
 
）

し
た
か
み
候
共
壱
枚
ニ

而
も
男
女
之
取
遣
リ
仕

間
敷
事
、
若
左
様
成
儀
見
付
候
て
、
訴
人
候
ハ
ヽ
、
拾
年
之
年
之
内
七
年

ニ
而

暇
を
出
し
可
申
候
、
物
毎
三
度
迄
訴
人
候
ハ
ヽ
少
も
異
儀
無
之
候
、
其

上
女
房
と
言
名
有
も
の
と
猥
ニ
仕
候

而
ハ
、
其
身
一
代
ハ
女
房
次
第
可
致
候
、

如
件
、

三
九
郎
●　

五
郎
七
●　

十
蔵
○　

三
郎
●

寛
文
拾
年

戌
七
月
晦
日　

松
若
●　
　

三
蔵
○　
　

な
つ
○　

ま
つ
○

せ
き
○　
　

こ
セ
う
○　

た
け
○　

セ
う
○

ま
ん
○　
　

つ
し
○　
　

庄
右
衛
門
（
花
押
）

「（
追
記
）

　
　
　

請
状
之
事

右
之
通
ハ
、
左
太
夫
殿
被
成
置
候
を
承
候
ニ
付
、
我
等
へ
も
右
之
通
を

た
し
な
み
可
申
候
、
其
上
ニ
も
み（

 
猥
 
）

た
ら
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
男
女
共
永
代
譜

代
ニ
罷
成
可
申
事
ニ
、
為
其
請
状
如
件
、

　
　

延
宝
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
蔵
●　

三
平
●　
　

吉
●　

　
　
　

巳
閏
十
二
月
十
四
日　
　
　
　
　

し
ま
●　

小
せ
う
●　

ち
よ
●　

」

（
原
文
で
は
い
ず
れ
も
横
一
列
に
署
名
）

41　

紙
屋
未
進
に
つ
き
請
状　
　

寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）

　
　
　
　

請
状
仕
一
札
之
事

一
紙
屋
初
り
当
年
霜
月
以
前
迄
、
紙
猥
ニ
仕
間
敷
吟
味
被
仕
候
事
、
左
太
夫
お

ろ
か
ニ
ハ
不
被
致
候
へ
共
、
我
々
気
の
ま
ま
ニ
内
証
仕
候
ニ
付
、
大
分
御
未

進
出
来
仕
候
ニ
付
、

一
戌
ノ
霜
月
指
入
ゟ
同
廿
六
日
迄
、
西
風
市
左
衛
門
様
度
々
紙
屋
之
未
進
へ（

減
）

り

申
様
ニ
御
吟
味
被
為
成
候
処
ニ
、
我
々
弥
々
猥
ニ
罷
成
、
酒
売
・
肴
売
・
木
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挽
・
大
工
を
長
々
遣
、
衣
類
之
用
意
仕
ニ
付
、
左
太
夫
被
申
候
ハ
、
我
々
申

事
を
は
聞
申
間
敷
候
共
、
市
左
衛
門
様
山
保
田
ニ
長
々
御
催
促
之
内
、
紙
屋

之
未
進
度
々
御
吟
味
被
成
候
を
、
一
円
承
引
無
之
候
ハ
御
未
進
済
シ
申
間
敷

た
く
ミ
と
見
へ
申
し
候
、
其
内
七
十
郎
壱
人
、
御
公
儀
様
之
飯
米
元
銀
一
大

事
と
心
得
申
し
候
中
ニ
も
、
庄
吉
・
喜
十
郎
ハ
人
ニ
も
い（

 
意
 
見
 
）

け
ん
仕
、
御
未
進

へ
り
申
候
様
ニ
可
仕
者
之
儀
ニ
御
座
候
ニ
、
人
ニ
す
く
れ
大
分
之
未
進
御
座

候
ニ
付
、
此
者
二
人
和
歌
山
へ
指
越
可
申
と
左
太
夫
書
付
渡
シ
被
申
候
へ
共
、

向
後
ハ
竿
紙
拾
束
壱
貫
三
百
め（

目
）

ニ
究
、
右
之
内
壱
束
ニ

而
も
不
足
仕
候
ハ
ヽ
、

其
時
分
此
書
物
を
以
和
歌
山
へ
罷
越
、
紙
屋
中
之
御
未
進
申
わ
け
可
仕
候
、

「
（
追
記
）灰

紙
ハ
外
ニ
有
、
紙
め（

目
）

弐
拾
七
匁
ニ
仕
候
ニ
付
」 

七
十
郎　

㊞

寛
文
十
年

戌
ノ
十
二
月
廿
四
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
十
郎　

㊞

喜
十
郎　

㊞

庄　

吉　

㊞

（
後
欠
）

42　

公
儀
御
用
に
つ
き
請
書　
　

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）

　
　
　
　

指
上
申
一
札
之
事

一
度
々
無
沙
汰
仕
、
公
事
之
手
立
取
持
仕
、
其
上
徒
成
儀
宮
川
村
ゟ
数
多
無
調

法
仕
候
、
今
度
御
普
請
人
足
御
触
被
成
候
処
ニ
、
壱
人
も
不
参
儀
此
頭

（
頃
カ
）人

無

御
座
候
、
一
日
〳
〵
と
相
延
候
ニ
付
、
御
普
請
役
を
も
不
仕
候
へ
共
、
今
度

之
儀
ハ
御
断
被
仰
上
候
儀
御
延
し
可
被
下
候
、
重

而
御
公
儀
御
用
之
儀
無
沙

汰
仕
候
ハ
ヽ
、
如
何
様
共
被
仰
上
可
被
下
候
、
御
う（

恨
）ら

み
申
間
敷
候
、
為
其

一
札
如
件
、

左
衛
門
二
郎
㊞　

与　

作　

㊞　

半　

蔵　

㊞

作
兵
衛　

印　
　

三
四
郎　

㊞　

左
衛
門
五
郎

権
十
郎　

㊞　
　

長　

作　

㊞　

才
五
郎　

㊞

　
　

寛
文
十
一
年　
　
　
　

＊
三　

吉　

㊞　
　

五　

郎　

○　

左
右
衛
門
㊞

　
　
　
　

亥
ノ
三
月
十
六
日　

吉　

蔵　

㊞　
　

久　

作　

㊞　

衛
門
三
郎
㊞

才　

蔵　

㊞　
　

三
郎
五
郎
㊞　

小
十
郎　

㊞

庄　

蔵　

○　
　

久
左
衛
門
㊞　

三
郎
四
郎
㊞

吉
右
衛
門
㊞　
　

久　

蔵　

○　

左　

松　

○

長
左
衛
門
㊞　
　

理
兵
衛　

○　

清　

蔵　

㊞

勘
兵
衛　

㊞　
　

甚
四
郎　

㊞　

喜
左
衛
門
㊞

三
田
村
左
太
夫
殿　
　

甚
左
衛
門
○　
　

喜　

蔵　

㊞　

弥
二
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
三
郎　

㊞　
　

三
太
郎　

○

　
　
　
　
（
原
文
で
は
、
＊
以
下
は
二
段
書
き
）

43　

家
産
相
続
に
つ
き
書
き
置
き　
　

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）

一
蔵
長
ひ（

櫃
）つ

帳
箱
た（

 
箪
 
笥
 
）

ん
す
反
古
箱
、
男
女
之
子
共
多
候
ニ
付
、
猥
ニ
錠
か（

鍵
）き

あ（
開
）

け
た
て
仕
、
先
年
よ
り
人
之
形
見
ニ
被
下
候
古
筆
な
と
取
失
、
僉
議
も
不
罷

成
候
ニ
付
、
一
門
有
増
寄
合
相
談
致
相
究
申
候
、

一
吉
利
支
丹
八
歳
以
後
男
女
之
人
数
、
御
検
地
帳
、
御
代
官
様
・
郡
御
奉
行
様

ゟ
被
仰
出
請
払
留
書
、
百
姓
方
ゟ
申
来
事
、
其
品
申
上
請
払
之
留
書
、
田
地

之
文
証
、
数
通
之
御
證
文
、
古
反
古
ニ
至
迄
、
七
九
郎
一
人
ニ
あ
け
た
て
さ

せ
申
様
ニ
連
判
致
申
候
、

一
家
う
す
ひ
ろ
く
、
人
多
候
ニ
付
、
左
伝
母
ニ
相
談
致
申
候
ハ
、
少
之
事
を

も
手
す
か
ら
働
ニ

而
ハ
成
間
敷
候
、
奥
口
行
廻
り
・
納
戸
口
広
敷
ニ
座
し
て
、

見
苦
無
之
衣
類
夏
冬
着
可
被
申
候
、

一
心
中
静
成
女
壱
人
手
も（

許
）と

ニ
つ
か
わ
せ
、
両
方
蔵
之
あ
け
た
て
、
朝
夕
飯
米

之
指
引
を
さ
せ
可
被
申
と
申
渡
し
、
其
通
り
左
伝
母
ニ
徳
道
致
、
合
点
究
申

候
、

一
右
之
通
り
相
談
書
付
迄
致
候
へ
共
、
子
共
多
候
ニ
付
、
左
伝
家
之
仕
置
悪
敷

様
ニ
相
見
へ
申
候
間
、
七
九
郎
立
の
き
可
申
と
申
候
間
、
留
め
申
候
、
左
候

ハ
ヽ
郡
御
奉
行
様
・
御
代
官
様
御
尋
可
被
成
候
間
、
上
々
へ
聞
へ
不
申
候
内

ニ
、
我
等
仕
置
何
様
之
儀
悪
敷
候
と
申
聞
せ
、
悪
敷
所
ハ
直
し
可
申
候
、
我

等
あ（

明
日
）す

の
事
を
も
不
存
候
、
相
果
て
の
後
、
家
を
取
み
た
し
申
事
成
間
敷
候
、
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一
米
六
百
五
拾
三
石
出
し
、
新
溝
五
筋
堀（

掘
）

立
、
方
々
ニ

而
五
百
石
余
之
日
焼
を

留
、
久
野
原
村
ニ

而
拾
弐
軒
の
絶
人
子
孫
之
者
を
呼
直
し
、
元
之
屋
敷
を
立

而
申
候
、
其
外
新
田
畑
返
り
大
分
出
来
仕
、
我
等
ニ
も
百
弐
拾
石
御
合
力
米

被
下
、
御
奉
行
様
為　

御
意
三
ケ
所
新
田
場
拝
領
仕
、
苦
労
を
致
候
間
、
只

今
器
用
ニ

而
ハ
家
を
猥
ニ
ハ
成
間
敷
候
、

田
ハ
拾
町
余　
　
　
　
　
　

新
田
古
田
共

茶
畑
楮
畑　
　
　
　
　
　
　

五
町
余

山
切
畑
地　
　
　
　
　
　
　

拾
町

薪
山　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
町

家　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

軒
数
弐
拾
軒

紙
屋
為　

御
意　
　
　
　
　

弐
拾
軒

　
　
但
、
是
ハ
家
入
用
諸
道
具
銀
子
、
少
も
無
相
違
上
納
仕
候
、

右
田
地
之
内
矢
之
助
・
七
九
郎
、
左
市
右
衛
門
、
田
三
反
宛
、
お
さ
ぶ
・
九

郎
・
お
作
三
人
ニ
田
弐
反
宛
、
以
上
六
人
の
子
共
茶
畑
反
畝
右
之
通
り
我
等

形
見
ニ
遣
り
申
候
、
其
外
佐
左
衛
門
ニ
相
譲
り
、
今
の
左
伝
ニ
我
等
懸

而
相

続
ケ
、
無
相
違
相
渡
申
候
間
、
我
等
相
果
て
の
後
少
之
申
分
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

只
今
仕
置
仕
直
し
可
申
候
、
誰
成
共
仕
置
相
望
可
被
申
候
ハ
ヽ
急
度
相
渡
し

可
申
候
、
左
様
ニ
も
無
之
候
ハ
ヽ
前
書
之
通
り
ニ
可
被
致
候
、
何
時
ニ

而
も

一
門
仲
間
出
入
候
ハ
ヽ
御
代
官
様
・
郡
御
奉
行
様
へ
右
之
書
付
指
上
ケ
被
申
、

御
了
簡
次
第
ニ
仕
可
被
申
候
、
如
件
、

　
　
　

寛
文
十
一
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
太
夫
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

亥
ノ
九
月

矢
之
助
殿

七
九
郎
方
ひ
か
へ

44　

家
産
相
続
に
つ
き
約
定　
　

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）

　
　
　
　

相
談
ニ

而
定
申
覚

一
佐
左
衛
門
跡
七
九
郎
御
用
を
達
申
内
、
吉
利
支
丹
御
改
之
男
女
之
人
数
八
歳

以
後
之
御
帳

一
御
壁
書
数
通
之
御
書
付
、
御
検
地
帳

一
郡
之
請
払
何
ニ

而
も
数
多
御
座
候

一
左
伝
ニ
家
一
跡
相
渡
シ
申
迄

（
旨
カ
）数

通
御
証
文

一
田
地
之
御
証
文

并
文
証
、
山
林
竹
木
迄
数
通
之
証
文
ハ
不
及
申
、
御
状
留
書
、

百
姓
ゟ
申
来
ル
其
品
古申

上
候反

古
ニ
至
迄
左
伝
代
迄
ハ
七
九
郎
一
人
と
し
て
指
引

可
致
候
、
若
七
九
郎
他
行
ニ

而
候
内
ハ
、
其
入
用
・
道
具
か（

書
）

き
、
左
伝
・
同

母
ニ
相
渡
シ
何
様
ニ
も
仕
、
次
第
ニ
可
致
候
、
若
又
御
用
ニ
付
長
逗
留
ニ

而

帰
事
不
罷
成
、
い（

居
）

候
て
叶
ヌ
書
物
、
何
之
物
ニ

而
も
取
ニ
遣
候
時
ハ
、
左
伝

母
不
申
ニ
及
、
理
福
院
・
矢
之
助
・
三
之
丞
・
左
衛
門
太
郎
相
談
ニ

而
あ
け

た
て
可
仕
候
、
其
外
之
儀
ハ
紙
文
子
成
共
、
縦
佐
左
衛
門
自
分
之
子
男
女
共

ニ
、
道
具
之
蓋
あ
け
申
間
敷
候
、
無
断
し（

に
）

て
男
之
子
共
勝
手
ニ
入
用
を
達
し

申
間
敷
候
、
女
之
子
ハ
勝
手
ニ
居
申
も
の
ニ
定
り
申
候
、

右
之
相
談
違
背
仕
候
ハ
ヽ
、
郡
御
奉
行
様
・
御
代
官
様
へ
御
断
可
申
候
、
少

ニ
而

も
相
背
申
間
敷
候
、
仍

而
如
件
、

　
　
　

寛
文
十
一
年　
　
　
　
　

笠
松
左
太
夫　
　
　

笠
松
矢
之
助

　
　
　
　
　
　

亥
ノ
九
月　
　
　

小
松
伝
十
郎　
　
　

同
名
左
市
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
司
庄
太
夫　
　
　

同
名
左
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
三
之
丞　
　
　

同
名
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
太
郎　

森　

作
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
光
寺　
　
　
　
　

前
嶋
半
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
司
甚
兵
衛

（
原
文
は
横
一
列
書
き
）

此
通
ハ
一
門
有
増
相
談
仕
、
佐
左
衛
門
跡
左
伝
代
之
儀
ハ
佐
左
衛
門
存
所（

生
）

之
内
、

七
九
郎
・
矢
之
助
両
人
之
者
ニ
、
代
々
左
伝
相
守
申
様
ニ
と
血
判
さ
せ
置
申
候
、

其
品
ハ
本
書
ニ
御
座
候
へ
共
、
一
門
之
内
ゟ
相
談
之
右
書
也
、

45　

家
産
相
続
に
つ
き
誓
約
状　
　

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）

「（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
郎
右
衛
門
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半
三　
　
　

」

　
　
　
　
　
　

覚

一
我
等
大
上
と
申
家
、
田
地
屋
敷
古
ゟ
一
跡
ニ
候
間
、
年
月
過
候
ハ
ヽ
取
返
し

可
申
と
申
事
ハ
、
万
々
御
免
被
成
可
被
下
候
、
其
上
岡
谷
・
あ
ん
の
前
・
古

わ
ん
・
ぬ
し
や
・
芝
・
大
上
・
西
の
岡
・
東
田
・
三
田
之
峯
・
堂
之
向
・
井

之
上
・
脇
之
瀬
・
上
・
む
ろ
や
、
右
拾
四
軒
ハ
御
年
貢
御
未
進
大
分
御
座
候

ニ
付
、
家
屋
敷
田
地
三
人
共
村
中
へ
相
渡
、
跡
之
屋
敷
へ
人
を
付
、
役
等
諸

事
遅
々
不
仕
様
ニ
侘（

詫
）

言
致
し
、
村
中
ニ
苦
労
を
被
遊
、
屋
敷
〳
〵
ニ
人
を
付
、

御
役
等
を
勤
被
下
候
処
ニ
、
我
等
た
わ
け
故
無
例（

礼
）

儀
を
申
上
候
、
御
免
被
成

可
被
下
候
、

一
我
等
物
毎
ニ
た
わ
け
を
申
事
、
組
頭
を
も
被
成
候
村
之
年
寄
を
下
手
ニ
申
事
、

い
よ
〳
〵
慮
外
千
万
ニ
御
座
候
間
、
向
後
ハ
如
何
様
共
御
異（

意
）

見
被
成
可
被
下

候
、
少
も
相
背
申
間
敷
候
、

一
我
等
親
大
分
之
御
未
進
、
其
上
我
等
兄
惣
領
平
吉
大
分
之
御
未
進
仕
候
故
、

御
未
進
之
分
ハ
我
等
兄
弟
親
引
負
、
左
太
夫
・
佐
左
衛
門
方
へ
未
進
銀
ハ

な
げ
か
け
、
其
身
へ
も
う
ち
か
か
り
、
身
を
す
ご
し
申
候
、
跡
之
田
地
・
屋

敷
・
山
林
迄
村
へ
渡
し
、
村
之
苦
労
ニ
被
成
被
下
候
上
、
た
わ
け
を
申
候
、

向
後
ハ
奉
頼
候
間
、
以
後
迄
悪
敷
所
ハ
御
異
見
被
成
可
被
下
候
、
其
上
我
々

親
子
兄
弟
男
女
子
共
ニ
至
迄
、
御
隙
を
も
ら
い
申
時
ハ
、
次
郎
右
衛
門
・
平

吉
両
人
之
者
御
年
貢
御
未
進
年
々
勘
定
致
し
相
済
シ
可
申
候
、
左
候
ハ
ヽ
一

門
之
者
無
相
違
御
隙
可
被
下
候
、
為
其
一
札
如
件
、

　
　
　
　

寛
文
十
一
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

亥
ノ
十
二
月
三
日　
　
　
　
　
　
　

平
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
太
夫
殿　
　
　
　
　
　
　

吉
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
九
郎
殿　
　
　
　
　
　
　

な
つ

46　

奉
公
人
株
に
つ
き
請
状　
　

寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）

　
　
　
　

請
状
仕
一
札
之
事

一
五
郎
七
、
せ
き
と
申
女
ニ
は
ら
ま
せ
、
其
女
手
廻
り
ニ
も
置
不
申
、
五
郎
七

欠
落
仕
、
他
国
ニ
居
申
、
郡
御
奉
行
様
へ
被
仰
上
、
急
度
御
吟
味
ニ
相

（
会
い
）

申
候

処
を
、
清
水
市
右
衛
門
殿
・
紙
屋
七
十
郎
殿
を
請
ニ
立
、
年
切
之
外
ニ
弐
年

只
奉
公
御
請
申
、
御
奉
公
仕
候
処
ニ
、
安
之
前
と
申
家
、
理
右
衛
門
と
申
者

之
女
房
小
千
代
と
申
者
を
我
等
盗
出
し
、
其
家
あ
き
申
候
、

一
右
之
様
子
被
仰
上
候
ハ
ヽ
、
急
度
被
為
仰
付
候
ハ
ヽ
、
五
郎
七
を
は
御
免

被
成
間
敷
候
へ
共
、
七
十
郎
殿

御
申
候
ハ今

一
度
御
免
被
成
候
ハ
ヽ
、
重

而
ハ
少
之
科
、

其
上
主
め
い
ニ
甚
之
慮
外
成
共
、
又
ハ
動
ニ
裏
表
仕
候
ハ
ヽ
、
兄
之
三
九
郎

を
替
り
ニ
入
申
、
御
奉
公
仕
セ
、
三
九
郎
帰
候
迄
三
九
郎
跡
を
無
相
違
調
、

三
九
郎
帰
候
ハ
ヽ
右
之
通
り
ニ
渡
可
申
候
、
為
其
請
状
一
札
如
件
、

　
　
　
　

寛
文
十
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
証
人

郎
七

　
　
　
　
　
　

子
ノ
七
月
廿
九
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

　ゝ

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
太
夫
殿　
　
　
　
　
　
　

三
九
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
之
助
殿

47　

家
督
・
家
産
に
つ
き
遺
言
状　
　

寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）

　
　
　
　
　

覚

一
名
取
弥
次
左
衛
門
様
・
鈴
木
権
左
衛
門
様
・
寺
嶋
六
郎
右
衛
門
様
被
仰
付

候
ハ
、
保
田
三
助
殿
ニ
奉
公
致
候
行
衛
之
者
書
上
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
ニ
付
、

安
井
甚
右
衛
門
・
中
井
九
郎
左
衛
門
・
戸
上
半
助
・
宮
本
惣
八
郎
・
保
田
半

右
衛
門
、
右
之
旨
趣
書
上
申
候
、

一
我
等
ニ
ハ
庄
司
茂
右
衛
門
知
せ
、
つ（

連
）

れ
ニ
参
、
広
御
殿
ニ

而
右
之
衆
と
対
決

致
申
候
、
右
之
衆
被
申
候
ハ
、
左
太
夫
ハ
三
助
殿
之
時
分
ハ
腹
ニ
も
居
申
間

敷
、
御
前
を
立
申
候
へ
と
被
申
候
、

一
我
等
申
上
候
ハ
、
右
之
者
共
三
助
殿
之
河
内
之
御
知
行
ニ
被
成
御
座
候
跡

ニ
而

、
城
へ
火
を
懸
ケ
焼
落
シ
申
所
へ
、
我
等
祖
父
切
込
女
中
方
之
分
負
出
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し
、
石
垣
殿
知
行
日
物
川
谷
窪
所
へ
負
届
、
我
等
祖
父
兵
粮
を
続
ケ
申
候
処

ニ
、
甚
左
衛
門
・
九
郎
左
衛
門
先
と
し
て
小
百
姓
一
騎
を
催
、
我
等
所
へ
四

度
責
懸
り
申
候
を
、
右
三
度
ハ
射
落
、
四
度
め
之
駒
込
之
取
合
ニ
、
我
等
祖

父
弟
田
中
彦
八
郎
討
れ
申
、
安
井
甚
右
衛
門
弟
同
甚
左
衛
門
ひ（

膝
）さ

の
口
を
射

落
シ
、
只
今
足
片
足
ニ

而
居
申
候
間
、
甚
左
衛
門
を
御
両
御
三
人
様
へ
荷
出

し
、
御
目
ニ
懸
ケ
候
へ
と
申
、
其
上
甚
左
衛
門
ハ
雑
賀
家
永
所
へ
隠
れ
罷
過

居
申
候
、
九
郎
左
衛
門
ハ
日
高
之
山
へ
隠
れ
、
命
計
を
つ
き
兼
申
候
と
申
上

候
得
ハ
右
之
者
之
書
付
を
御
返
し
被
遊
候
、

一
我
等
ニ
ハ
其
時
ゟ
御
普
請
役
百
石
高
御
引
被
取
候
ニ
付
、
相
当
之
御
用
可
相

達
と
心
懸
、
米
六
百
五
拾
三
石
出
し
新
溝
三
筋
堀（

掘
）

、
五
百
石
余
之
日
焼
を
留（

止
）

め
、
久
ノ
原
村
ニ

而
拾
弐
軒
之
た（

絶
）え

屋
敷
子
孫
之
者
呼
返
し
、
元
之
屋
敷
を

立
さ
せ
申
候
、

一
新
田
畑
返
り
大
分
御
座
候
ニ
付
、
我
等
ニ
も
百
弐
拾
石
合
力
米
被
下
、
其
上

嶋
・
小
峠
・
小
原
三
ケ
所
新
田
場
拝
領
仕
、
御
証
文
頂
戴
仕
候
、

一
其
方
ニ
ハ
念
を
入
書
置
可
申
事
も
無
之
候
、
田
畑
と
て
も
少
な
ら
て
ハ
譲
り

不
申
候
、
田
地
之
儀
ハ
小
峠
新
田
之
内
ニ

而
五
反
、
茶
畑
三
反
、
惣（

マ
マ
）屋

弐
町

五
反
、
薪
山
五
町
、
小
峠
家
屋
敷
諸
道
具
ゆ（

譲
）つ

り
置
申
し
候
、
作
仕
付
之
儀

ハ
左
伝
作
之
次（

序
で
）而

ニ
而

作
せ
遣
し
可
申
候
間
、
左
伝
方
へ
相
渡
シ
、
書
付
之

通
り
相
守
可
被
申
候
、

一
は
る
儀
ハ
其
方
如
在
ニ
不
仕
候
筈
之
者
ニ
候
間
、
随
分
そ
ま
つ
ニ
無
之
様
ニ

心
を
付
候
事
第
一
ニ
候
、

一
左
伝
成
人
致
御
用
相
達
シ
候
迄
ハ
、
七
九
郎
と
両
人
之
者
、
左
伝
家
を
そ
た

て
、
佐
左
衛
門
頼
置
候
通
り
、
仲
間
悪
敷
無
之
様
ニ
可
被
致
候
、

一
若
、作
之
次

而
ニ
作
せ
く
れ
不
申
書
置
少
成
共
違
背
候
ハ
ヽ
、右
我
等
形
見
ニ

譲
り
申
田
畑
手
作
ニ
致
、い
か
様
共
心
次
第
ニ
可
被
仕
候
、為
其
書
置
如
件
、

　
　
　

寛
文
十
二
年

壬
子
九
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
左
太
夫　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
名
矢
之
助
殿

48　

家
督
相
続
に
つ
き
遺
言　
　

寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）

　
　
　
　

先
日
ゟ
相
談
申
通
り

一
は
る
銀
子
佐
左
衛
門
取
遣
り
預
り
之
時
分
、
文
右
衛
門
彼
是
引
合
候
へ
ハ
、

五
百
目
余
之
取
遣
り
の
様
ニ
佐
左
衛
門
申
候
、

一
矢
之
助
ニ
壱
分
壱
ツ
作
左
衛
門
く
れ
候
、
壱
分
弐
ツ
佐
左
衛
門
遣
り
候
、
是

も
壱
分
三
ツ
の
通
り
を
、
何
ニ

而
も
そ
れ
程
あ
て
置
（
以
下
欠
、
マ
マ
）、

一
矢
之
助
長
屋
の
下
ニ

而
少
の
田
を
致
、
米
弐
升
ツ
ヽ
有
之
候
つ
る
か
、
最
早

利
喰
候
ハ
ヽ
壱
斗
ニ
も
成
可
申
候
間
、
米
壱
俵
く
れ
候
へ
と
申
ニ
付
、
森
を

手
作
致
候
時
、
米
六
俵
矢
之
助
ニ
遣
り
申
候
、

一
遠
井
の
た
け
、
御
伊
勢
講
ニ
当
り
申
候
、
何
ニ

而
も
一
円
無
之
候
と
申
ニ
付
、

其
方
ニ

而
米
を
か
り
、
講
を
致
さ
せ
、
そ
れ
ハ
其
方
の
日
記
ニ
可
有
候
、
又

弐
升
三
升
之
儀
ハ
、
は
る
か
遠
井
の
た
け
ニ
ハ
遣
り
申
候
つ
る
か
、
是
ハ
我

等
然
と
不
存
候
、

一
其
外
之
儀
ハ
、
何
ニ

而
も
少
も
欲
ニ
致
置
不
申
候
、
少
成
共
欲
ニ
致
、
金
銀

銭
米
は
る
一
門
中
小
峠
家
之
内
ニ
、
又
ハ
家
之
外
、
我
等
楮
元
銀
取
遣
り
仕

候
内
ニ
、
方
々
ニ
渡
置
候
銀
子
、
少
ニ

而
も
佐
左
衛
門
代
ゟ
隠
置
、
後
の
欲

め
ニ
致
可
申
と
不
存
候
、
佐
左
衛
門
・
左
伝
、
七
九
郎
ニ
隠
シ
申
欲
め
不
仕

候
、
於
仕
候
ニ

者
、
其
方
へ
申
事
ハ
我
等
に
隠
々
申
様
ニ
相
見
へ
申
候
、

一
我
等
近
き
親
類
ニ

而
も
、
其
方
へ
悪
敷
候

而
、
胸
中
を
改
、
御
了
簡
ニ
ハ
上

ケ
被
申
間
敷
、
其
者
我
等
方
へ
参
間
敷
候
、

一
其
方
の
近
き
親
類
ニ

而
も
、
我
等
ニ
悪
敷
候
共
、
他
人
ニ
批
判
仕
セ
候
事
も

如
何
と
存
、
其
方
ニ
参
事
我
等
存
ル
通
り
ニ
可
被
致
候
哉
、

一
我
等
十
六
ニ

而
親
ニ
離
れ
、
親
の
借
銀
弐
拾
四
石
八
斗
六
升
本
利
共
相
済
シ
、

少
も
相
違
不
仕
候
、

一
親
ニ
離
れ
候
時
、
田
地
と
て
ハ
も（

籾
）み

五
升
ま（

蒔
）

き
な
ら
て
ハ
無
之
候
、
家
弐
間

三
間
之
堀（

掘
）

立
ニ
候
、
今
ハ
家
数
四
拾
三
軒
仕
置
候
へ
ハ
、
百
廿
七
人
有
之
候
、

一
今
ハ
田
畑
弐
拾
町
余
、
山
林
三
拾
町
、
御
証
文
或
ハ
文
証
然
と
調
置
申
候
、

せ
め
て
我
等
生
世
之
内
ハ
上
々
ニ
も
御
存
知
無
之
様
ニ
致
度
候
、
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一
我
等
十
一
の
年
ゟ
不
叶
苦
労致、
親
の
奉
公
勤
御
公
儀
様
へ
後
昏（

暗
）

キ
事
を
仕
間

敷
と
今
迄
心
懸
ケ
、
被
仰
下
候
事
を
朝
暮
相
望
、
被
仰
下
候
事
ハ
違
背
不
仕

奉
り
候
、

一
左
様
ニ
仕
来
り
候
家
を
、
爰
や
か
し
こ
ニ
取
別（

分
）

り
、
家
猥
り
ニ
成
申
事
無
念

至
極
ニ
存
候
、
佐
左
衛
門
致
た
る
時
分
之
通
り
ニ
仕
度
候
、

一
左
太
夫
年
寄
、
今
一
年
か
半
年
計
、
後
ハ
よ
し
あ
し
ニ
致
者
有
間
敷
と
取
沙

汰
身
内
ゟ
多
候
、

一
唐
の
祐
外
記
ハ
、
子
ニ
後
の
世
を
知
せ
申
度
と
被
存
、
乍
我
毒
を
給
、
子
を

後
の
世
を
渡
し
申
候
由
、
我
等
も
苦
労
致
候
、
跡
左
伝
ニ
継
せ
申
度
候
ニ
付
、

如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　

寛
文
十
三
年
癸
丑
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
左
太
夫

同
名
七
九
郎
殿
ま
い
る　
　

ひ
か
へ

「（
追
記
）

右
書
一
字
成
共
其
方
心
ニ
懸
り
気
ニ
入
不
申
候
ハ
ヽ
、
早
々
返
し
可
被

　

申
候
、
不
苦
仲
ニ
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

49　

相
続
に
つ
き
書
置　
　

寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）

　
　
　
　

書
置
之
覚

一
去
年
子
ノ
年
左
伝
家
一
跡
書
置
、

村
井
久
太
夫
様
・
鈴
村
市
左
衛
門
様
、
御
両
所
様

江
御
目
ニ
懸
ケ
御
証
拠
判

被
遊
被
下
候
、
其
次

而
ニ
孫
子
共
・
矢
之
助
共
、
我
等
一
代
之
内
新
田
場
拝

領
仕
披（

埒
）

明
候
、
田
地
ニ
割
符
書
置
、
御
目
ニ
懸
置
、
悉
ク
御
存
知
ニ
御
座
候
、

一
我
等
相
果
て
の
後
、
弔
・
位
牌
・
茶
湯
銭
と
て
何
ニ
て
も
残
シ
置
不
申
候
間

（
以
下
欠
、
マ
マ
）

一
小
原
西
ノ
端
山
末
ニ
田
壱
ケ
所
起
シ
か
け
置
申
候
、
是
を
弔
・
位
牌
・
茶
湯

銭
ニ
渡
シ
置
申
候
、

一
お
作
童
子
、
弔
銭
ニ
ハ
嶋
の
川
は
た
藪
之
分
、
三
田
の
首
渡
り
瀬
ゟ
井
戸
の

渕
迄
、
此
薮
我
等
形
見
ニ
お
作
童
子
ニ
譲
り
申
候
、
此
内
ニ
て
三
助
様
・
長

生
善
門
様
・
大
城
く
つ
れ
無
縁
之
者
堂
立
置
候
間
、
其
茶
湯
仏
具
ニ
手
廻
し

可
被
申
候
、
此
田
地
も
矢
之
助
ニ
渡
シ
申
候
、

一
惣
書
置
ハ
郡
御
奉
行
様
御
了
簡
被
為
成
被
下
候
、
書
置
諸
事
有
之
候
、
為
其

書
置
如
件
、

　
　
　
　

寛
文
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
左
太
夫　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

癸
丑
三
月
廿
一
日　
　
　
　

同
名
矢
之
助
殿

50　

旧
里
切
り
起
請
文
（
前
欠
）　　

寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）

（
前
欠
）

買
申
事
ハ
不
成
哉
と
申
ニ
付
、
我
等
ハ
其
儀
も
不
存
候
と
申
候
へ
ハ
、
祖
父

己
ハ
七
九
郎
我
等
所
へ
立
退
申
候
時
、
七
九
郎
を
も（

戻
）と

し
く
れ
候
へ
、
戻
不

申
候
へ
ハ
家
た（

絶
え
）え

申
候
と
、
多
ク
の
文
を
書
越
候
を
我
等
持
申
候
、
そ
れ
を

は
や
忌
、
た
わ
け
を
つ
く
し
申
候
、
己
か
様
成
者
の
所
ニ
七
九
郎
ハ
置
申
間

敷
候
、
今
夜
引
取
申
候
と
申
、
我
等
を
け
立
帰
り
候
、

一
与
兵
衛
儀
ハ
、
御
両
所
様
御
意
被
成
候
ハ
、
七
九
郎
ニ
近
日
祝
言
さ
せ
候
へ

と
御
意
被
成
候
ニ
付
、
佐
左
衛
門
子
共
作
十
郎
、
女
房
共
与
兵
衛
呼
越
祝
言

さ
せ
申
膳
半
ニ
、
与
兵
衛
片
ひ（

膝
）さ

立
、
是
ハ
何
と
仕
た
る
儀
ニ
候
や
、
合
点

不
参
候
と
申
立
破
り
申
候
、
其
上
与
兵
衛
我
等
の
田
地
勝
負
の
わ
け
様
大
小

不
可
然
と
申
候
、
其
上
我
等
ニ
ハ
小
峠
紙
屋
御
立
被
成
、
紙
漉
の
者
共
ニ
元

銀
飯
米
御
借
シ
被
下
、
元
銀
ニ

而
ハ
村
々
の
楮
を
買
置
候
へ
ハ
、
買
置
之
楮

与
兵
衛
手
廻
し
致
、
値
段
を
上
ケ
買
申
ニ
付
、
小
峠
紙
漉
御
未
進
を
指
上
ケ

可
申
様
も
無
之
候
へ
共
、
与
兵
衛
・
作
十
郎
兄
弟
の
者
ニ
ハ
、
い
な
ま
き
・

桶
・
酌
子
迄
仕
渡
し
申
も
の
ニ
候
へ
ハ
、
扨
々
無
念
ニ
存
候
へ
共
、
た
れ
様

ニ
可
申
様
ハ
無
御
座
候
、
其
儀
我
等
病
ニ
罷
成
相
果
候
へ
共
（
以
下
欠
、
マ
マ
）

一
七
九
郎
申
候
ハ
祖
父
の
田
地
ニ
居
申
上
ハ
、
作
十
郎
・
与
兵
衛
と
行
来
を
致

申
間
敷
、
き（

 
旧
 
離
 
）

う
り
を
切
申
候
と
申
ニ
付
、
我
等
吊
ニ
ハ
何
ゟ
満
足
致
候
、

右
之
前
書
七
九
郎
・
矢
之
助
両
人
之
者
少
も
違
背
無
之
様
ニ
、
於
違
背
仕
者
、

上
ハ
梵
天
・
帝
釈
・
四
大
天
王
・
惣
日
本
国
中
六
十
餘
州
大
小
神
祇
・
殊
伊

豆
菖
根
両
所
権
現
・
三
嶋
大
明
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
天
満
大
自
在
天
神
、
部
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類
眷
属
神
罰
冥
罰
各
可
蒙
者
也
、
仍
起
請
如
件
、

　
　
　
　

寛
文
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
矢
之
助
正
次
（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　

癸
丑
五
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　

笠
松
左
太
夫
正
永
（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
名
七
九
郎

51　

紙
漉
未
進
銀
に
つ
き
請
状　
　

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）

　
　
　

御
請
状
之
事

一
銀
札
七
貫
三
百
拾
匁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
九
郎
未
進

一
銀
九
貫
壱
匁
五
分
六
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
之
助
未
進

右
ハ
紙
漉
申
ニ
付
、
御
金
借
用
仕
候
処
ニ
、
御
未
進
ニ
罷
成
申
候
、
此
御
未
進

銀
相
済
申
迄
、
二
人
之
も
の
所
持
仕
候
小
原
・
小
峠
・
嶋
三
ケ
所
ニ
御
座
候
新

田
、
作
相
米
五
拾
石
宛
毎
年
上
納
可
仕
候
、
若
少
ニ

而
も
不
足
仕
候
ハ
ヽ
、
請

人
と
し
て
毎
年
急
度
上
納
可
仕
候
、
為
後
日
仍

而
如
件
、

延
宝
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

三
田
村

九
郎

卯
ノ
十
一
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢

同

之
助

　

三

大
蔵
村
請
人之

丞

 
弥

上
湯
川
村
同　

助

　

市

下
湯
川
　
同兵

衛

夏
目
伊
左
衛
門
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚

同

之
丞

「（
以
下
裏
書
）

右
表
書
之
通
御
代
官
寺
島
孫
右
衛
門
様
御
役
替
被
成
、
御
跡
役
ニ
夏
目

伊
左
衛
門
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
御
未
進
御
請
状
差
上
ケ
申
候
ニ
付
、
表
書

之
通
御
未
進
銀
九
貫
目
余
貴
様
名
前
致
判
形
さ
せ
申
候
、
此
九
貫
目
余
之

御
未
進
銀
□
□
か
け
申
儀
ニ

而
ハ
無
御
座
候
、
為
其
我
等

致

右
之
御
未
進
銀
ハ
我
等
一
代
ニ
出
来
仕
候
に
て
ハ
無
御
座
候
、

左
太
夫
殿
・
佐
左
衞
門
殿
代
ゟ
も
送
り
御
座
候
、
其
上
楮
ハ
各
村
作
か
つ

御
未
進
請
相
銀
三
貫
目
御
座
候
、
小
峠
紙
漉
候
内
、
忠
三
郎
・
孫
八
弐
人

ゟ
も
銀
壱
貫
四
、
五
百
目
御
座
候
、
寄
ハ
帳
面
□
□
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

延
宝
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
七
九
郎

　
　
　
　
　
　

卯
ノ
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
矢
之
助
様           

」

52　

紙
漉
に
つ
き
請
状　
　

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）

　
　
　

御
請
状
之
事

一
御
金
米
御
拝
借
仕
、
紙
す
き
申
候
、
楮
御
渡
し
被
下
候
、
出
来
紙
十
日
切
ニ

差
上
ケ
可
申
候
、
一
帖
ニ
て

而
も
不
足
仕
候
ハ
ヽ
組
中
ゟ
急
度
指
上
ケ
可
申

候
、

一
勿
論
一
夜
ノ
夜
か
し
申
間
敷
候
、
酒
な
と
買
申
儀
堅
ク
停
止
可
仕
候
、
其
上

紙
壱
帖
ニ
て

（
も
脱
か
）代

物
ニ
出
シ
申
間
敷
候
、
只
今
迄
ハ
大
分
之
御
未
進
も
御
座
候

へ
ハ
、
何
と
そ
情
を
以
十
日
切
之
請
相
之
内
ニ
て
、
少
ニ
て
も
す
き
出
し
可

申
候
、
其
上
商
人
之
儀
ハ
御
相
談
ニ
て
い（

入
）

れ
可
申
候
、
又
紙
出
シ
申
時
ハ
其

者
貴
殿
へ
時
々
ニ
よ
せ
御
し
ら
せ
可
申
候
、
右
之
通
少
相
違
無
御
座
候
、
為

其
一
札
差
上
ケ
申
候
、
以
上
、

七

小
峠
組
頭
此
組左

衛
門　

㊞

九
同

左
衛
門　

㊞

吉
同

兵
衛　
　

㊞

延
宝
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
同

郎
七　
　

㊞

巳
十
二
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後

同
　
喜
左
衛
門家　

　

㊞

庄
此
組

吉　
　
　

㊞

伝
同

兵
衛　
　

㊞

小
峠　

矢
之
助
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
同

三
郎　
　

㊞

三
同

九
郎　
　

㊞

後

同
　
庄
九
郎

家　
　

㊞

喜
此
組

十
郎　
　

㊞　
　
　
　
　

九
此
組

十
郎　
　

㊞

長
同

五
郎　
　

㊞　
　
　
　
　

藤
同

蔵　
　
　

印

加
同

兵
衛　
　

㊞　
　
　
　
　

六
同

蔵　
　
　

㊞

権
同

十
郎　
　

㊞
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53　

田
地
売
り
渡
し
証
文　
　

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）

　
　
　

永
代
売
渡
田
地
之
事

一
田
高
壱
石
八
斗
壱
升
弐
合　

所
ハ
風
呂
横
道
ゟ
下
山
共

　
　
　
　
　
内
弐
斗
弐
升
茶
紙
木
高

　
　
　
　
　
　

　
　
　

但
四
方
境
目　

東
ハ
風
呂
横
道
山
朝
地
限　
　
　
　
　

西
ハ
立
道
限
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
ハ
類
地
限
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
ハ
横
道
ゟ
下
弐
通
之
長
田
ゟ
下
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
者
、
我
等
年
々
御
未
進
銀
七
百
八
拾
八
匁
其
方
出
シ
被
申
慥
ニ
請
取
、
御　

公
儀
様
へ
上
納
仕
、
右
之
田
地
永
代
売
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
我
等
子
々
孫
々

至
迄
違
乱
妨
申
間
敷
候
、
為
後
日
証
文
仍
而
如
件
、

次

三
田
村
売
主左

衛
門　

㊞

太

同
子

郎
助

延
宝
六
年
午
八
月
晦
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢

三
田
村
庄
屋

之
助　

㊞

七

同
組
頭

十
郎　

㊞

右
同

左
衛
門　

㊞

左
同

衛
門
太
郎
㊞

三
同

右
衛
門　

㊞

市
同

右
衛
門　

㊞

吉
兵
衛
殿　
　
　
　
　
　
　

笠

大
庄
屋

松
七
九
郎
㊞

54　

田
畑
山
林
出
入
り
に
つ
き
取
為
替
証
文　
　

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）

　
　
　
　
　

覚

一
其
方
甥
熊
之
助
と
、
田
畑
山
林
一
跡
之
儀
ニ
付
、
親
左
太
夫
ゟ
譲
り
申
候

書
物
有
之
ニ
付
出
入
ニ
仕
候
処
ニ
、
御
両
所
様
へ
拙
者
共
御
断
申
上
候
処
ニ
、

御
了
簡
被
遊
御
済
被
下
、
双
方
一
紙
ニ
済
一
札
我
ニ
当
テ
所
ニ
仕
、
其
上
御

両
所
様
御
裏
書
下
シ
被
為
置
、
私
共
預
り
申
候
ニ
付
、
為
後
日
我
々
此
之
通

ニ
候
間
、
重

而
諸
一
跡
之
儀
ニ
付
出
入
被
申
間
敷
候
処
、
其
双
方
へ
如
此
相

認
め
遣
し
申
候
間
、
出
入
発
出
候
ハ
ヽ
其
断
可
被
申
候
、
以
上
、

　
　
　

「
（
追
記
）御

裏
判
手
形
七
九
郎
方
ニ
預
ル
㊞
」

　
　
　
　

延
宝
六
年
午
九
月
十
二
日　
　
　
　
　
　

笠
松
七
九
郎　
　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
村
市
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
之
助
殿

55　

盗
み
咎
に
つ
き
請
状　
　

延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）

　
　
　

御
請
仕
一
札
之
事

一
私
せ
か
れ
権
兵
衛
・
八
蔵
盗
仕
申
ニ
付
、

御
公
儀
様

江
被
仰
上
候
儀
、
唯
今
之
儀
ハ
村
之
衆
御
音（

隠
）

密
被
下
候
ハ
ヽ
難
有

可
奉
存
候
、
盗
之
品
皆
々
急
度
弁
可
申
筈
ニ
候
ヘ
共
、
私
大
分
御
未
進
負
之

儀
ニ
候
間
、
少
宛
相
当
ニ
弁
可
申
候
、
重

而
ハ
少
之
盗
仕
候
儀
御
座
候
ハ
ヽ
、

如
何
様
共
急
度
可
被
仰
付
候
、

右
ハ
盗
仕
ル
、
科
ニ
村
之
立
合

并
ニ
親
類
た
り
共
、
村
中
御
意
無
之
内
ハ
立

合
仕
申
間
敷
と
、
夫
と
て
も
御
侘
言
仕
、
品
次
第
ニ
立
合
之
儀
御
免
し
可
被

下
候
、

一
御
公
儀
様
御
用
之
儀
ハ
何
ニ
て
も
欠

（
か
か
）し

申
間
敷
候
間
、　

家
ニ
御
置
可
被
下

候
、
為
後
日
請
合
一
札
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
三
田

左
衛
門　

㊞

　
　
　
　

延
宝
九
年
酉
ノ
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
同

兵
衛　

㊞

　
　
　
　
　
　
　

三
田
村
中
参　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
同

　
　

蔵　

㊞

56　

死
牛
捨
て
置
き
に
つ
き
願
書　
　

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

　
　
　
　

乍
恐
口
上
書

一
清
水
村
領
之
内
小
峠

与
申
所
、
三
拾
年
以
前
巳
之
年
、
私
共
祖
父
佐
太
夫
親

佐
左
衛
門
申
請
、
則
庄
屋
・
肝
煎
証
文
仕
く
れ
、

郡
御
奉
行
様
へ
相
達
候
処
、
御
証
文
被
為
下
、
新
田
畑
ニ
仕
、
只
今
ニ
至
私

共
所
持
仕
申
候
、

一
六
年
以
前
申
之
年
ニ
、
佐
左
衛
門
世
忰
左
平
太
右
新
畑
之
内
ニ
家
作
り
罷
居
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申
候
所
ニ
、
今
月
二
日
之
夜
、
清
水
村
よ
り
死
牛
持
参
仕
、
左
平
太
屋
敷
垣

き
わ
へ
捨
置
申
候
ニ
付
迷
惑
仕
、
三
田
村
庄
屋
弥
之
助
方
ゟ
清
水
村
庄
屋
市

右
衛
門
殿
へ
両
度
申
遣
し
候
へ
バ
、
市
右
衛
門
殿
被
申
越
候
ハ
、
清
水
村
久

蔵
牛
死
ニ
申
ニ
付
、
先
年
之
牛
さ（

 
三
 
昧
 
）

ん
ま
い
ニ
て
候
故
、
捨
置
申
候
間
、
其
方

ゟ
何
ニ
と
も
申
分
有
之
間
敷

与
被
申
越
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
尤
先
年
牛
さ
ん

ま
い
ニ

而
可
有
御
座
候
得
共
、
三
拾
年
以
来
持
参
仕
た
る
儀
無
御
座
候
処
ニ
、

今
度
余
成
仕
形
ニ
て
御
座
候
間
、
乍
恐
被
為
仰
付
被
為
下
候
ハ
ヽ
有
難
可
奉

存
候
、
以
上
、

　
　
　

寅
（
貞
享
三
）ノ

二
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
平
太　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
右
衛
門

　
　
　

岡
山
勘
七
様

　
　
　

富
永
伝
之
丞
様

57　

七
九
郎
分
別
に
つ
き
覚
書
（
下
書
）　　

年
不
詳

　
　
　
　

覚

一
七
九
郎
其
方
ハ
我
等
只
今
相
果
申
時
、
我
等
取
置
弔
致
候
事
ハ
、
尤
過
分
ニ

候
へ
共
、
能
々
分
別
被
致
可
給
候
、

一
我
等
相
果
、
其
方
の
手
ニ
懸
り
申
事
ハ
一
日
三
日
七
日
之
間
計
ニ

而
、
我
等

其
方
の
ち（

　
因
　
）

な
ミ
ニ
候
、

一
そ
れ
過
候
ヘ
ハ
、
蘭
の
親
ニ
相
添
不
申
候
ハ
て
不
叶
儀
ニ
御
座
候
間
、（
以

下
欠
、
マ
マ
）

一
蘭
ハ
我
等
子
ニ
候
へ
共
、
去
年
歳
越
の
夜
参
、
左
太
夫
其
方
ハ
正（

性
）

根
ぬ
け

た
わ
け
者
ニ
成
候
事
不
便
ニ
候
、
七
九
郎
立
退
、
我
等
処
ニ
居
申
時
、
七
九

郎
を
返
し
候
へ
、
返
し
呉
候
ね
ハ
家
絶
申
候
と
多
の
文
を
我
等
方
へ
越
、
尓

今
其
文
持
居
申
候
、
そ
れ
を
は（

早
）や

忘
れ
、
た
わ
け
者
ニ
成
候
事
浅
間
敷
候

間
、
今
夜
七
九
郎
を
引
取
申
候
、
其
跡
見
可
申
と
申
、
我
等
を
け
た
て
立
申

候
、
与
兵
エ
儀
ハ
、（
以
下
欠
、
マ
マ
）

一
御
両
所
様
之
御
意
被
成
候
ハ
、
七
九
郎
ニ
祝
言
さ
せ
候
へ
と
御
意
被
成
候
ニ

付
、
佐
左
衛
門
子
共
ニ
蘭
の
者
共
呼
越
祝
言
致
候
、
膳
半
与
兵
衛
片
ひ（

膝
）さ

立
、

左
太
夫
仕
様
合
点
ニ

而
無
之
候
と
与
兵
衛
申
候
ヘ
共
、
左
伝
家
の
た
へ
ニ
被

仰
付
候
へ
ハ
、
不
及
是
非
居
申
候
、

一
小
峠
紙
漉
を
被
仰
付
、
保
田
の
楮
銀
子
御
借
シ
被
成
、
御
買
せ
被
下
候
、
我

等
銀
子
を
渡
し
、
買
置
候
へ
ハ
、
買
置
之
楮
直
段
を
上
ケ
、
与
兵
衛
兄
弟
清

水
脇
紙
漉
を
か
た
ら
い
、
大
分
の
船
を
立
、
漉
申
ニ
付
、
小
峠
紙
漉
ハ
可
致

様
も
無
之
候
へ
ハ
、
我
等
相
果
て
の
後
、
心
中
難
留
候
、（
以
下
欠
、
マ
マ
）

58　

田
畑
普
請
等
に
つ
き
覚
書　
　

年
不
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
（
端
裏
書
）ひ

か
へ
」

　
　
　
　
　
　

覚

一
理
右
衛
門
女
房
埒
明
不
申
候
ニ
付
、
今
明
日
之
内
ニ
理
右
衛
門
ニ
ハ
せ（

 
誓
 
詞
 
）

い
し

致
さ
せ
可
申
候
、

一
伝
九
郎
儀
、
先
日
披
露
之
通
替
儀
無
之
候
ハ
ヽ
、
相
談
ニ

而
可
被
申
付
候
、

我
等
も
立
合
可
申
候
へ
共
、
子
供
た
め
ニ
ハ
お
ば
・
い
と
こ
親
類
ニ
候
へ

者
、

御
在
知
之
通
い
く
度
も
屋
敷
ニ
不
罷
成
と
申
候
へ
ハ
、
度
々
の
合
力
致
、
其

し（
 
記
 
）

る
し
両
方
ニ
可
有
御
座
候
、
其
上
村
中
ニ
も
頼
母
子
を
む
す
ひ
、
屋
敷
を

相
立
被
申
候
、

一
御
公
儀
ゟ
家
並
七
工
役
之
庄
屋
給
を
も
半
分
も
不
仕
候
へ
共
、
屋
敷
ニ
も
不

罷
成
候
ほ（

程
）と

の
儀
ニ
候
へ
ハ
、
其
儀
も
其
ま
ヽ
か（

 
堪
 
忍
 
）

ん
に
ん
い
た
し
、
家
つ（

続
）ヽ

く
様
ニ
仕
置
候
、

一
新
溝
な
と
申
上
御
ほ（

掘
）り

候
へ
共
、
田
地
多
ク
無
之
、
日
や
け
所
も
無
之
、
畑

返
り
も
三
畝
四
畝
程
之
も
の
ハ
、
右
道
具
入
用
・
扶
持
方
・
日
用
銀
子
入
用

ハ
平
等
ニ
出
し
、
御
普
請
な
と
ハ
毎
日
夜
ゟ
夜
迄
、
達
者
を
致
仕
候
処
、（
以

下
欠
、
マ
マ
）

一
大
分
之
日
や
け
ハ
留
、
畑
返
り
ハ
人
之
五
そ（

 
数
 
倍
 
）

う
は
い
も
有
之
候
得
共
、
其
時

ゟ
ハ
畑
少
く
候
得
ハ
、
御
普
請
之
儀
も
そ
こ
〳
〵
ニ
候
へ
共
、
我
等
之
つ（

面
）ら

を
見
合
、
村
之
者
も
堪
忍
致
候
上
ニ
、
一
度
な
ら
す
弐
度
な
ら
す
、
わ
き
〳
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〵
の
家
た（

絶
）

ゑ
被
申
様
成
お
ご
り
仕
候
へ
ハ
、
出
合
可
申
儀
仕
間
敷
候
、
其
上

も
我
等
之
悪
敷
所
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
直
し
可
之
有
候
、
請
状
可
申
候
、

一
并
孫
作
手
前
ニ

障
入
候
ハ
ヽ

異〻
〻

〻

〻

〻

儀
候
ハ
ヽ
、
七
九
郎
和
歌
山
ニ
居
申
し
候
間
、
明
日
両
方

ゟ
組
頭
ニ
つ
れ
さ
せ
和
歌
山
へ
越
可
被
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
中
参

（
二
）
小
峠
の
由
緒

59　

小
峠
紙
漉
に
つ
き
願
書
（
下
書
・
後
欠
）　　

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）

　
　
　

乍
恐
奉
願
口
上
覚

一
小
峠

与
申
所
、
百
年
余
以
前
酉〻
年〻

南
龍
院
様
御
意
被
為
遊
候

者
、
国
中
ニ
紙
漉
無
之
、
場
所
を
見
立
紙
漉
被
申
様

ニ
与

、
遠
藤
兵
右
衛
門
殿
被
為
仰
付
、
御
国
中
大
庄
屋
衆
被
召
寄
、
御
意
之

通
り
被
仰
聞
候
、
外
組
大
庄
屋
衆
紙
漉
場
所
無
御
座
由
申
上
候
、
私
大
祖
父

笠
松
左
太
夫
御
請
申
上
、
清
水
村
領
小
峠

与
申
場
所
を
見
立
、
寺
原
・
西
原
・

湯
子
川
三
番
役
人
之
判
形
一
札
を
取
、
四
方
境
目
之
内
か
か
へ
之
者
ニ
打
を（

起
）

こ
さ
せ
、
紙
屋
分
屋
敷
壱
町
壱
反
并
新
畑
五
反
拾
八
歩
、
其
外
御
証
文
付
ひ

ら
き
立
、
吉
野
郡

并
高
野
領
ゟ
紙
漉
師
匠
六
人
雇
寄
、
壱
人
ニ
給
銀
三
百
目
・

扶
持
方
三
石
六
斗
ニ
定
、
雇
参
、
紙
船
弐
拾
弐
艘
之
新
紙
屋
、
軒
数
弐
拾
弐

軒
取
立
、
御　

公
儀
様
へ
指
上
ケ
御
仕
入
ニ
被
為
遊
、
御
鼻
紙
・
大
小
奉
書

紙
・
杉
原
・
ほ
と
村
・
深
野
半
紙
・
保
田
紙
漉
は
じ
め
、
在
方
共
漉
な
ら
わ

せ
、
紙
船
八
拾
四
艘
取
立
、
紙
船
壱
艘
ニ
御
運
上
銀
弐
拾
め
ツ
ヽ
、
銀
高
壱

貫
六
百
八
拾
め
指
上
ケ
申
候
、

一
紙
屋
分
之
内
張
山
尾
限
、
私
所
持
之
分
、
屋
敷
其
外
新
畑
・
御
証
文
畑
不
残
、

遠
井
村
藤
蔵
本
銀
が（

 
返
 
）

や
し
ニ
八
年
以
前
証
文
仕
、
寺
原
庄
屋
増
右
衛
門
判
形

被
致
、
四
方
境
目
引
渡
シ
申
候
内
、
張
山
尾
限
私
所
持
之
内
へ
寺
原
村
伊
兵

衛
与

申
者
死
人
を
い
け
申
候
、
其
時
分
境
目
之
通
り
申
聞
セ
候
へ
ハ
、
小
峠

与
申
所
寺
原
之
さ（

 
三
 
昧
 
）

ん
ま
い
之
由
被
申
、
又
候
哉
只
今
く（

鍬
）わ

・
か（

鎌
）ま

に
て
作
を

あ
ら
し
申
候
、　　
　
　
　
　
　
　

殊
ニ
族
申
、
は
か
所
段
々
ニ
入
込
、
畑
作
難
成
○

一
寺
原
之
義
、

○
大
村
人
数
を（

多
）ゝ

く
さ〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

　

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

わ
か
し
き
時
節
ニ
御
雇
候
銀
主
之
義
逼

迫
仕
、

○
後
日
ニ

者
寺
原
之
三
ま
い
に
相
成
り
申
事
也
、
難

迷
惑

儀
ニ
奉
存
候
故
、

庄
や
増
右
衛
門
へ
参
、
伊
兵
衛
仕
方
申
分
之
通
り
申
参
、
伊
兵
衛
後
日
ニ
致

シ
不
申
候
様
ニ
被
申
付
被
下
候（

ヘ
脱
カ
）

与
願
申
候
ヘ
ハ
、
増
右
衛
門
被
申
候
□

（
ハ
か
）、

村

中
伊
兵
衛
同
前
ニ
候
間
、
書
付
上
申
様
ニ
と
被
申
候
故
、
三
田
村
佐
左
衛

門
方
へ
参
、
紙
屋
分
之
一
札
を
う
つ
し
参
、
庄
屋
増
右
衛
門
へ
ミ
せ
申
候
ヘ

ハ
、
此
一
札
ニ

而
ハ
埒
明
不
申
、
小
峠
之
義

者
城
屋
敷
ゟ
見
通
シ
私
屋
敷
限
り
、

其
上
内
け（

検
）

を
入
打
出
シ
之
分
、
寺
原
三
ま
い
に
被
致
候
え

与
被
申
候
、

一
七
拾
年
以
前
寅
年
、
私
親
左（

右
脱
カ
）衛

門
時
分
、
寺
原
久
蔵
与
申
者（

出
脱
）張

、
境
目
ニ

而

死
牛
持
参
す（

捨
）て

を（
置
）き

申
候
故
、
其
時
分
御
郡
岡
山
勘
七
様
・
留（

富
）

永
伝
之
丞
様

へ
親
佐
右
衛
門
願
書
指
上
ケ
申
候
へ
ハ
、
其
死
牛
早
速
取
の
け
申
様
ニ

与
被

為
仰
付
候
れ（

例
）い

も
御
座
候
、

一
大
祖
父
笠
松
佐
太
夫
・
同
祖
父
佐
左
衛
門
義
、
小
峠

与
申
新
村
新
紙
屋
を
取

立
、
山
保
田
不
申
及
下
組
迄
紙
漉
大
分
出
来
付
、
御
国
之
御
に（

賑
）き

わ
い
ニ
相

成
り
申
候
事
、
御
た
め
を
仕
、
上
ケ
候
場
所
、
御
公
儀
様
に
今
御
捨
置
不
為

遊
、
無
利
之
御
銀
御
借
シ
被
為
遊
候
、
笠
松
佐
太
夫
取
置
申
一
札
之
通
り
、

御
慈
悲
を
以
被
為
仰
付
被
下
候

者
難
有
奉
存
候
、
則
（
以
下
欠
、
マ
マ
）

60　

小
峠
紙
漉
に
着
き
願
書　
　

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）

一
小
峠

与
申
所
百
年
以
前

南
龍
院
様　

御
意
被
為
遊
候

者
、
国
中
ニ
紙
漉
無
之
由
、
場
所
を
見
立
紙
漉
セ

申
様
ニ

与
遠
藤
兵
右
衛
門
殿
へ
被
為
仰
付
、
御
国
中
大
庄
屋
衆
被
召
寄
、
御

意
之
通
り
被
仰
聞
候
、
外
組
大
庄
屋
衆
紙
漉
場
所
無
御
座
由
申
上
候
、
大
祖

父
笠
松
左
太
夫
御
請
申
上
ケ
、
清
水
村
領
小
峠

与
申
場
所
を
見
立
、
寺
原
・

西
原
・
湯
子
川
三
番
之
役
人
之
判
形
一
札
を
取
、
四
方
境
目
之
内
抱
之
者
ニ
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打
を（

起
）

こ
さ
セ
、
紙
屋
分
屋
敷
壱
町
壱
反
、
新
畑
五
反
拾
八
歩
、
其
外
御
証
文

付
開
立
、
吉
野
郡
并
高
野
領
ゟ
紙
漉
師
匠
六
人
雇
寄
セ
、
壱
人
ニ
給
銀
三
百

目
扶
方
三
石
六
斗
ニ
定
、
雇
参
、
紙
船
弐
拾
弐
艘
之
新
紙
屋
軒
数
弐
拾
弐
軒

取
立
、
御
公
儀
様
へ
指
上
ケ
御
仕
入
ニ
被
為
遊
、
御
鼻
紙
・
大
小
奉
書
紙
・

杉
原
・
ほ
と
村
・
深
野
半
紙
・
保
田
紙
漉
な
ら
わ
せ
、
紙
船
八
拾
四
艘
取
立
、

紙
船
壱
艘
ニ
御
運
上
銀
弐
拾
目
ツ
ヽ
毎
年
指
上
ケ
申
候
、
銀
八
拾
目
ツ
ヽ
指

上
ケ
申
候
、

一
小
峠
紙
屋
分
之
内
、出

張
山
尾
限
私
所
持
之
分
、
屋
敷
其
外
新
畑
御
証
文
付
不

残
、
遠
井
村
藤
蔵
へ
本
銀
返
シ
ニ
八
年
以
前
証
文
仕
、
寺
原
庄
屋
増
右
衛
門

判
形
被
致
、
四
方
境
目
引
残
シ
申
候
内◯

、出

張
山
尾
限
私
所
持
之
内
へ
、
寺
原

伊
兵
衛

与
申
者
死
人
を
持
参
、
い
け
申
候
、
其
時
分
境
目
返
り
伊
兵
衛
へ
申

聞
セ
候
へ
ハ
、
伊
兵
衛
申
候
者
、
小
峠

与
申
所
、
牛
・
人
さ（

 
三
 
昧
 
）

ん
ま
い
之
由
被

申
、
又
候
哉
、
く（

鍬
）わ

・
か（

鎌
）ま

に
て
作
を
あ
ら
し
申
候
、

一
寺
原
領
尾
限
南
ニ
前
方
ゟ
之
は（

墓
）か

所
御
座
候
、
其
外
寺
原
領
同
所
ニ
山
ば
し

を（
多
）ゝ

く
御
座
候
、
私
所
持
之
内
へ

茂
、
の（

野
枯
）が

れ
候
者
共
、
断
を
立
、
い
け
さ

セ
申
は
か
所
も
御
座
候
、

一
寺
原
之
義
百
年
余
ニ

茂
成
り
申
候
へ
ハ
、
外
ニ
牛
・
人
捨
所
御
座
可
有

与
奉

存
候
、
大
祖
父
笠
松
佐
太
夫
同
祖
父
佐
左
衛
門
そ（

存
）ん

生
之
時
分
、
三
拾
年
余

牛
・
人
持
参
不
申
候
、
七
拾
年
以
前
寅
年
私
親
佐
右
衛
門
時
分
、
寺
原
久
蔵

与
申
者
出
張
、
境
目
之
内
へ
死
牛
持
参
捨
置
申
候
、
其
時
節
寺
原
庄
屋
市
右

衛
門
へ
申
候
ヘ
ハ
、
市
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
小
峠

与
申
所
牛
・
人
三
ま
い
之

由
、
外
ニ
大
水
之
時
捨
所
無
之
由
申
参
候
故
、
其
時
分
御
郡
岡
山
勘
七
様
・

留（
富
）

水
伝
之
丞
様
、
親
佐
右
衛
門
願
書

并
市
右
衛
門
書
状
共
指
上
ケ
、
願
之
通

り
其
死
牛
早
速
取
の
け
申
様
ニ
被
為
仰
付
候
れ（

例
）い

も
御
座
候
、
此
度
時
節
を

見
か
け
、
村
中
族
之
仕
方
殊
ニ
大
村
人
数
を（

多
）ゝ

く
御
座
候
へ
ハ
、
段
々
ニ
者

入
込
畑
作
難
成
り
、
後
日
ニ
者
寺
原
三
ま
い
と
相
成
り
申
事
迷
惑
難
義
ニ
奉

存
候
故
、
寺
原
庄
屋
増
右
衛
門
へ
ま
い
り
、
伊
兵
衛
仕
方
申
分
之
通
り
申
参
、

伊
兵
衛
後
日
ニ
致
シ
不
申
候
様
ニ
御
申
付
被
下
候（

へ
脱
カ
）

与
願
申
候
ヘ
ハ
、
増
右

衛
門

与
申
候
者
村
中
伊
兵
衛
同
然
ニ
候
間
、
書
付
上
ケ
申
様
ニ

与
被
申
候
故
、

三
田
村
佐
左
衛
門
方
へ
参
、
紙
屋
分
之
一
札
写
参
、
庄
や
増
右
衛
門
へ
見
セ

申
候
へ
ハ
、
此
一
札
ニ

而
ハ
埒
明
不
申
、
小
峠
之
義
ハ
内
け（

検
）ん

を
入
、
打
出

シ
之
分
、
三
ま
い
に
被
致
候
へ
与
被
申
候
、

一
小
峠
之
義
寺
原
三
番
之
役
人
衆并あ
ら
ま
し
被
存
候
通
り
、
先
年
三
番
役
人
衆

不
残
判
形
被
致
入
置
申
候
証
文
、
後
日
ニ
異
義
不
申
之
証
言
之
一
札
、
笠
松

佐（
左
）

太
夫
方
へ
入
置
、
御
公
儀
様
へ
指
上
ケ
奉
り
候
、
只
今
異
義
之
族
を
申
時

節
柄
之
義
難
義
ニ
奉
存
候
、
笠
松
佐（

左
）

太
夫
開
村
領
地
之
場
所
御
帳
、
寺
原
之

壱
帳
ニ

而
御
座
候
へ
共
、
村
領
地
境
目
之
義
、
小
峠
領
地
尾
限
、
先
年
五（

反
脱
）拾

八
歩
之
内
新
畑
御
座
候
、
尾
限
東
城
屋
敷
へ
見
通
シ
、
下
北
ハ
宮
川
橋
尾
限
、

紙
屋
楮
た（

焚
）

き
し（

芝
）ば

山
ニ
紙
漉
共
ニ
あ
て
置
申
候
、
し
ば
山
ニ

而
御
座
候
へ
共

只
今
ニ

而
ハ
寺
原
ゟ
し
ば
く
さ
共
か（

刈
）

り
取
迷
惑
に
奉
存
候
、

一
笠
松
佐（

左
）

太
夫
・
同
祖
父
佐
左
衛
門
義
小
峠

与
申
新
村
新
紙
屋
を
取
立
、
山
保

田
下
組
迄
保
田
紙
漉
殊
之
外
出
来
仕
、
只
今
ニ

而
ハ
江
戸
大
坂
他
国
大
ぶ（

分
）ん

う（
売
）

れ
申
候
得

者
、
御
国
之
御
に
ぎ
わ
い
ニ
相
成
り
申
御
事
、
御
た
め
を
仕
上

ケ
候
場
所
小
峠
之
義
、

御　

公
儀
様
に
と
御
捨
置
不
被
為
遊
、
無
判
之
御
銀
御
下
ケ
被
為
遊
候
御
義
、

笠
松
佐（

左
）

太
夫
致
置
申
一
札
之
通
り
、
御
慈
悲
を
以
被
為
仰
付
被
下
候
ヘ
ハ
難

有　

奉
存
候
、
則
一
札
之
写
シ
共
指
上
ケ
申
候
、

佐
小
峠
願
主右

衛
門　

㊞

宝
暦
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
同
村
同
断右

衛
門　

㊞

子
ノ
七
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
同
断

之
丞

前
嶋
藤
左
衛
門
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
同
断

右
衛
門

源
同
断

兵
衛

三
同
断

之
助

甚
小
峠
五
人

六
長

小
峠
肝
煎

兵
衛

増
寺
原
村
庄
屋右

衛
門
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（
三
）
小
峠
の
自
立
と
観
音
堂

61　

松
葉
観
音
堂
の
小
金
堂
仏　
　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
幹
生
家
文
書

　
　
　
　
　

松
葉
堂
観
音
御
由
来
縁
起

一
松
葉
観
音
と
奉
尊
敬
由
来
、
往
古

者
紀
之
大
守
桑
山
法
眼
様
老
臣
保
田
判
官

兼
宗
公
発
願
ニ

而
、
嫡
子
保
田

○
長

山
城
守

宗
公
天
正
二
年
之
頃
、
始

而
弐
間
四
面
之

堂
一
宇
建
立
被
遊
、
本
尊
御
長
ケ
一
尺
八
寸
之
聖
観
音
菩
薩
、
左
右
ニ
釈

迦
・
阿
弥
陀
仏
を
奉
安
置
有
之
由
之
処
、
天
正
之
乱
世
ニ
保
田
家
一
党
落

城
あ
り
、
誰
守
護
す
る
方
な
く
野
原
と
な
る
事
年〻

〻

〻

〻

数
不
知
、
小
竹
生
茂
り

つ（
 
円
 
）

ぶ
ら
の
と
成
、
既
ニ
御
世
治
り
、
御
当
家
始

而
紀
伊
之
大
守

中
納
言
頼
宣
公
之
御
代
、
万
治
弐
年
之
頃
、
三
田
村
ニ

而
笠
松
佐（

左
）

太
夫
保（

山
脱
カ
）田

組
大
庄
屋
役
相
勤
候
節
、
紙
漉
屋
敷
新
田
畑
開
起
被
為
仰
付
候
ニ
附
、
伐
り

開
候
処
、
堂
屋
敷
遺
跡
保
田
智（

知
）

宗
之
位
牌
計
り
あ
り
け
れ
と
も
、
外
ニ
委
細

者
相
知
れ
す
、
此
笠
松
佐（

左
）

太
夫
と
申
者
根
元
保
田
次
郎
繁
里
五
代
之
孫
之
由

ニ
而

、
寛
文
年
中
佐（

左
）

太
夫
へ
毎
夜
〳
〵
あ
ら
た
に
噺
如
く
霊
夢
あ
り
け
る
故
、

発
願
文
ヲ
書
認
、
此
土
地
を
開
起
被
致
、
次
男
弥
之
助
ヲ
召
連
、
此
土（

地
脱
カ
）

ニ
移

り
、
右
の
堂
跡
ニ
あ
る
位
牌

者
我
家
ニ
祭
置
し
に
、
嫡
子
惣
兵
衛
ニ
あ
る
夜

正ま
さ

し
く
大
木
の
松
の
本

江
堂
建
立
し
て
、
我
を
安
置
せ
ん
と
願
文
あ
る
と
計

を
夢
に
見
し
を
、
不
思
義
に
お
も
ひ
け
る
、
あ
る
時
前
代
の
反ほ

ん
く古

を
調し

ら

ぶ
る

時
に
、
祖
父
佐
太
夫
立
願
文
ニ
委い

さ
い細

あ
り
、
去
ル
頃
、
夢
に
見
し

者
是
な
る

か
な
と
お
も
ふ
、
折
柄
一
堂
を
建
立
し
て
、
聖
観
世
音
を
安
置
せ
よ
と
夢
に

見
し
霊
夢
と
心
得
、
又
々
右
之
趣
願
文
ニ
認
置
け
る
処
、
勝
手
ニ
不
任
せ
過

行
け
る
、
嫡
子
惣
四
郎
此
趣
聞
次
と
い
ゑ
共
、
病
身
ニ

而
、
若
死
し
て
、
四

代
之
孫
惣
兵
衛
と
ゆ
ふ
ハ
二
沢
村
中
山
作
太
夫
之
次
男
、
跡
目
相
続
ク
と
な

る
、
先
祖
之
願
文
を
捨
置
き
か
た
く
、
日
々
ニ
心
に
懸
る
と
い
ゑ
と
も
、
日

ニ
送
レ
、
夜
は
明
ケ
ぬ
れ
ど
も
、
折
を
過
し
、
あ
る
時
此
趣
中
山
作
左
衛
門

方
ニ

而
先
祖
追
善
之
折
柄
語
り
け
れ
バ
、
其
座
ニ
四
村
善
福
寺
之
一
代
智
海

和
尚
と
い
へ
る
僧
申
け
る
ハ
、
不
思
儀
成
ル
か
な
、
中
原
宮
本
総
太
夫
方
ニ

先
年
旅
僧
一
夜
止
宿
致
け
る
に
、
此
僧
観
世
音
を
追（

負
）

来
、
行
歩
不
叶
、
相
煩
、

彼
世
尊
預
ケ
置
き
帰
り
候
て
、
以
来
不
来
、
彼
尊
像
我
家
に
安
置
せ
し
に
、

家
内
ニ
病
脳（

悩
）

不
絶
、
甚
難
渋
ニ
付
御
寺

江
納
度
由
ニ

而
、
弐
三
拾
年
以
前
に

我
寺

江
納
有
之
、
其
元
心
願
に
依
る
一
堂
を
建
立
せ
ば
、
此
本
尊
を
あ
た
ゆ

べ
し
と
あ
り
け
る
ゆ
へ
に
、
惣
兵
衛
歓
喜
し
て
一
堂
建
立
の
心
起
し
、
時
に

　

安
永
五
申
ノ
八
月
木
伐
始

一
、
桧
三
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
之
右
衛
門

一
、
杉
弐
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

一
、
杉
桧
用
木
不
残　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
兵
衛

一
、
大
工
木
挽
賃
銀
并
釘
代　
　
　
　
　
　
　

同
人

一
、
縄
竹
入
用
次
第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人

一
、
萱
三
荷
宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
中

一
、
大
工　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
勘
次
郎

一
、
木
挽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
村
甚
七

安
永
六
酉
二
月
三
日
ニ
始
、
同
廿
六
日
ニ
棟
上
成
就
也
、
本
尊
入
仏
供
養
三

月
十
七
日
、
中
山
伊
右
衛
門
四
村
善
福
寺
ゟ
追（

負
）

来
願
望
成
就
致
者
也
、

一
安
永
七
年
戌
二
月
八
日
初
馬（

午
）

会
式
始
ル
、
蒔
餅

者
隣
在
仏
餉
袋
出
ス
、

当
戌
年
ゟ

右
村
々
庄

屋
元
へ
頼
み
、
若
衆
中
勧
化　
　

天
明
六
迄
米
を
・
壱
斗
弐
三
升
程

62　

後
ろ
山
譲
り
渡
し
証
文　
　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

　
　
　
　

覚

　

一
銀
壱
枚
也

右
ハ
先
年
万
治
三
年
小
峠
後
ロ
山
清
水
村
ゟ
先
祖
貰
請
候
証
文
、
此
度
小
峠

庄
屋
惣
兵
衛
へ
相
渡
し
候
ニ
付
、
樽
代
銀
各
様
御
取
扱
ヲ
以
御
受
取
、
拙
者

方
へ
御
渡
シ
、
慥
ニ
受
取
申
候
以
上
、

丑
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左

三
田
村

太
夫　

㊞

　
　
　
　
　

秀

遠
井
村
庄
屋

右
衛
門
殿
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佐

杉
ノ
原
村
庄
屋

七
殿

　

右
相
改
相
違
無
之
段
郡
奉
行
衆
へ
申
達
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
嶋
藤
左
衛
門　

㊞

63　

後
ろ
山
譲
渡
証
文
預
か
り
証
文　
　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

清
水
上
番
田
人
文
書

「（
端
裏
書
）

天
明
元
年
九
月

　

小
前
へ
相
渡
し
候
書
付
控
也
」

　
　

一
札
之
事

一
清
水
領
之
内
小
峠
後
ロ
山
、
万
治
三
年
子
九
月
清
水
村
ゟ
我
等
先
祖
三
田
村

佐（
左
）

太
夫
貰
受
候
証
文
、
此
度
左
太
夫
ゟ
拙
者
受
取
預
り
有
之
候
、
仍

而
如
件
、

　
　

天
明
元
年
丑
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

小
峠
庄
屋
預
人

兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

同
村
肝
入
証
人

右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
小
峠
小
前

右
衛
門
殿　

甚
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

要
助
殿　
　
　

新
之
丞
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
右
衛
門
殿　

伊
七
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
七
殿　
　
　

源
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
右
衛
門
殿　

佐
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛
殿　
　

理
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
兵
衛
殿　
　

新
蔵
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
七
殿

右
之
通
印
形
い
た
し
小
前
之
内
へ
相
渡
ス
也
、
仍
之
写
し
残
し
置
也
、

　
　

丑
九
月
五
日

64　

後
ろ
山
預
け
置
き
証
文　
　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

　
　
　

う
つ
し 

清
水
上
番
田
人
文
書

　
　
　
　

一
札
之
事

一
清
水
村
領
小
峠
後
ロ
山
、
辰
巳
小
峠
出
張
城
尾
ゟ
、
東
ハ
城
屋
敷
見
通
し
、

北
ハ
宮
川
口
橋
尾
限
、
西
南
ハ
本
道
限
り
右
之
場
所
、
先
年
万
治
三
年
子
九

月
清
水
三
ケ
村
ゟ
三
田
村
左
太
夫
殿
、
小
峠
紙
漉
共
薪
山
ニ
御
貰
受
被
下
候
、

右
証
文
此
度
三
田
村
佐

（
マ
マ
）

太
夫
殿
ゟ
当
所
庄
屋
惣
兵
衛
殿
へ
御
渡
し
被
下
、
惣

兵
衛
殿
御
預
り
被
下
候
由
、
千
万
忝
奉
存
候
へ
ハ
、
此
以
後
小
前
之
者
共
ゟ

何
等
御
願
等
申
上
候
義
無
御
座
候
、
仍
之
一
札
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　

天
明
元
丑
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
小
峠
小
前右

衛
門　

印

佐
助　
　
　

印　
　
　

甚
助　
　
　

印

長
兵
衛　
　

印　
　
　

要
助　
　
　

印

利
助　
　
　

印　
　
　

新
之
丞　
　

印

弥
兵
衛　
　

印　
　
　

源
右
衛
門　

印

新
蔵　
　
　

印　
　
　

伊
七　
　
　

印

甚
七　
　
　

印　
　
　

勘
六　
　
　

印

源
兵
衛　
　

印

小
右
衛
門　

印
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

同
所
庄
屋

兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

同
　
肝
入

右
衛
門
殿

　

右
村
方
ゟ
指
入
候
控
也
、

　

右
写
し
遠
井
村
庄
屋
秀
右
衛
門
書
也
、

　
　

丑
九
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
（
原
文
は
一
段
横
並
び
書
き
＊
以
降
を
上
段
に
記
載
し
た
。）

65　

小
峠
観
音
堂
修
理
に
つ
き
書
出　
　

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

　
　
　

小
峠
観
音
堂

一
元
亀
年
中
保
田
三
助
殿
御
取
立
、
其
後
保
田
家
亡
却
之
節
破
損
ニ
付
、
笠
松

左
太
夫
取
立
、
又
破
損
ニ
付
笠
松
惣
兵
衛
是
ヲ
立
、

本
尊
観
世
音
菩
薩

者
天
明
四
年
辰
ノ
開（

閏
）

正
月
十
五
日
、
二
沢
村
中
山
伊
右
衛

門
セ（

世
）

話
ニ

而
御
附
也
、

堂
建
か（

替
）

ゑ
者

天
明
五
年
き（

乙
）の

と
の
巳
ノ
正
月
廿
二
日
柱
立
、
同
二
月
二
日
初
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馬（
午
）

取
立
、
阿
弥
陀
如
来
・
釈
迦
如
来
之
二
尊

者
、
泉
州
万も

ゝ
ず（
百
舌
）ゟ

代
長
喜
坊

セ
話
ニ

而
相
求
、　　
　
　

堂　
こ（

建
立
）ん

り
や
う　
　

笠
松
惣
兵
衛

　
　
　

天
明
六
年

午
ノ
二
月
吉
日　
施
主　
　
　
　

村
中

一
白
銀
三
拾
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

順

高
野
山
桜
池
院
内

教
坊

一
松
木
壱
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄

三
田
村

左
衛
門

一
も（

樅
）ミ

木
一
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
小
峠

右
衛
門

一
杉
木
三
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
同

之
右
衛
門

一
松
木
一
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
同

右
衛
門

　

大
工
寺
原
村
勘
次
郎

　
　
　

建
か
ゑ

　
　
　
　
　

七
拾
五
匁

　
　
　

造
作
六
拾
九
匁

　
　
　

木
引
九
拾
匁

　
　
　

人
工
村
中

66　

鮎
川
稼
に
つ
き
願
書
（
下
書
）　　

年
不
詳
未
五
月

　
　
　

乍
恐
口
上
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

清
水
寺
原
村
之
内
小
峠

兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林

同
所
小
前
惣
代

蔵

一
右
惣
兵
衛
儀
当
時
田
畑
も
少
く
御
座
候
ニ
付
、
伜
共
作
間
ニ
鮎
川
稼
仕
候
を

見
申
度
奉
存
、
当
年
ゟ
鮎
川
御
運
上
配
賦
を
請
、
右
稼
仕
度
旨
寺
原
村
庄
屋

元
へ
相
断
申
候
処
、
庄
屋
嘉
左
衛
門
殿
一
存
ニ

而
否（

非
）

難
被
申
由
ニ

而
、
村
方

江

談
シ
給
候
由
之
処
、
是
迄
右
稼
無
之
場
所
ニ
候
ヘ

者
不
相
成
候
間
、
御
伺
ニ

而
も
申
上
候
上
ニ

而
、
右
稼
可
仕
旨
嘉
左
衛
門
殿
被
申
聞
候
義
ニ
御
座
候
、

一
右
鮎
川
稼
之
儀
ハ
い
つ
れ
之
村
々
ニ

而
も
、
其
所
之
者
作
間
之
稼
、
又
ハ
田

畑
等
無
之
者
ハ
専
家
業
ニ
仕
、
其
所
之
御
運
上
之
割
を
勤
稼
候
儀
ニ
御
座
候

へ
者

、
寺
原
村
之
義

者
勿
論
之
事
ニ
奉
存
候
処
、
村
方
徒
党
仕
右
躰
一
村
之

内
ニ

而
相
隔
指
留
候
段
迷
惑
仕
候
、
小
峠
之
義

者
、
右
惣
兵
衛
先
祖
笠
松
左

太
夫
三
田
村
ニ
居
住
仕
大
庄
屋
役
相
勤
罷
在
候
処
、

南
龍
院
様
御
代
御
国
ニ

而
初

而
紙
漉
御
取
建
、
右
左
太
夫
へ
被
為
仰
付
候
、

則
紙
漉
屋
敷
ニ
見
立
御
断
申
上
候
処
、
万
治
二
年
之
御
開
起
ニ

而
、
則
紙
屋

十
七
軒
御
取
建
之
所
ニ

而
、
其
節
ゟ
宗
門
御
改
家
並
判
形
帳
・
紙
方
諸
御
用

者
小
峠
庄
屋
支
配
仕
来
、
其
外
諸
色
御
仕
置
方
ハ
一
村
一
同
寺
原
庄
屋
支
配

仕
来
、
村
小
入
用
等
迄
相
勤
来
申
候
、
左
太
夫
義
、
其
後
御
願
申
上
退
役
仕
、

大
庄
屋
役
伜
同
所
佐
左
衛
門
へ
被
為
仰
付
候
得
と
も
、
紙
方

并
御
普
請
方
御

用
之
儀

者
父
子
共
せ（

世
）

話
可
仕
旨
被
為
仰
聞
、
夫
ゟ
左
太
夫
儀

者
田
畑
を
わ
け
、

二
男
弥
之
助
召
連
小
峠
へ
引
越
せ
話
仕
候
、
猶
其
後
右
佐
左
衛
門
次
男
弥
之

助
と
申
者
も
田
畑
を
分
、
小
峠
へ
引
越
申
候
、
右
弥
之
介
家
来
共
鵜
網
ニ

而

鮎
川
稼
候
、
伜
惣
兵
衛
義
ハ
殺
生
不
仕
候
ニ
付
右
稼
ハ
不
仕
候
、
佐
右
衛
門

義
者

代
々
鵜
網
鮎
川
稼
仕
候
、
右
之
外
小
峠
紙
漉
株
ニ
罷
有
候
者
共
之
内
ニ

者
、
伝
左
衛
門
、
七
右
衛
門
・
助
太
夫
・
四
郎
右
衛
門
・
三
右
衛
門
・
九
郎

兵
衛
、
右三

人
之
者
共
鵜
網
ニ

而
鮎
川
稼
仕
候
、
右
之
内
三
右
衛
門
・
九
郎
兵

衛
と
申
者
ハ
、
四
拾
四
、五
年
已
前
迄
夜
川
鵜
ニ

而
鮎
川
稼
仕
候
、
右
鵜
遣

之
儀

者
穏
便
ニ

而
ハ
難
成
、
家
業
之
義
御
座
候
ヘ
バ
、
西
原
村
・
久
野
原
村
・

三
田
村
之
内
ニ

而
先
年
同
稼
仕
候
老
人
之
内
ニ

者
、
小
峠
三
右
衛
門
・
九
郎

兵
衛
鵜
稼
仕
候
儀
、
存
候
者
も
可
有
御
座
と
奉
存
候
得

者
、
御
尋
被
為
遊
被

下
候
ハ
ヽ
相
分
候
義
も
可
有
御
座
哉
ニ
奉
存
候
、

右
之
趣
被
為
聞
召
分
、
小
峠
之
者
共
鮎
川
稼
仕
候
義
、
先
年
之
通
一
村
一
同

差
支
無
之
様
被
為
仰
付
被
下
候
御
儀
奉
願
上
候
、
此
段
被
仰
遣
可
被
下
候
、

以
上
、

　
　
　

未
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

寺
原
村
之
内
小
峠

兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林

同
所
小
前
惣
代

蔵　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉

寺
原
村
庄
屋

左
衛
門
殿
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67　

鮎
川
稼
に
つ
き
願
書　
　

年
不
詳
未
五
月

　
　
　

乍
恐
口
上
覚

一
私
先
祖
左
太
夫
伜
弥
之
助

并
孫
の
佐
右
衛
門
と
も
小
峠
ニ

而
代
々
百
性
相
続

仕
、
作
間
之
稼
家
来
共
迄
鵜
飼
ニ

而
年
々
鮎
川
稼
仕
来
り
候
、
尤
私
親
惣
兵

衛
義
ハ
鮎
川
稼
不
仕
候
、
然
処
私
義
只
今
ニ

而
ハ
田
畑
も
少
ク
御
座
候
得

者
、

伜
共
作
間
ニ
鮎
川
稼
キ
仕
せ
見
申
度
奉
存
候
ニ
付
、
先
年
之
通
鮎
川
御
運
上

配
賦
を
も
請
不
申
候
間
、
庄
屋
元

江
相
断
申
候
所
、
庄
屋
嘉
左
衛
門
方
一
存

ニ
而

も
否（

非
）

難
被
申
由
ニ

而
、
村
方

江
話
シ
給
候
処
、
是
迄
右
稼
無
之
場
所
ニ
候

得
者

不
相
成
候
間
、
御
伺
ニ

而
も
仕
候
上
、
遣
ひ
可
申
旨
被
申
聞
候
義
ニ
御

座
候
、

一
右
鮎
川
稼
候
義
、
い
つ
れ
之
村
々
ニ

而
も
其
所
之
者
共
作
間
之
稼
、
或
ハ
田

畑
少
キ
も
の
共
鵜
網
ニ

而
鮎
川
漁
事
仕
候

而
、
其
村
之
鮎
川
御
運
上
之
割
ヲ

請
、
稼
候
義
ニ

而
、
寺
原
村
之
義
も
勿
論
之
義
ニ
奉
存
候
所
、
右
之
通
村
方

ゟ
障
り
、
右
稼
キ
差
留
候
義
迷
惑
仕
候
、
右
等
之
義
御
伺
申
上
御
苦
労
ニ
奉

成
候
義
ハ
、
恐
多
奉
存
候
得
共
、
村
方
よ
り
障
り
申
ニ
付
、
乍
恐
御
訴
申
上

候
、
尤
小
峠
之
義
ハ
、
私
先
祖
笠
松
左
太
夫
三
田
村
ニ
罷
在
候

而
、
紙
漉
御

取
建
被
為
仰
付
候
御
刻
、
紙
漉
屋
敷
ニ
御
開
起
、
万
治
二
年
紙
屋
十
七
軒

御
取
建
之
所
ニ

而
御
座
候

而
、
御
用
紙
等
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
左
太
夫
伜
次

男
弥
之
助
召
つ
れ
小
峠

江
引
越
、
紙
方
せ（

世
）

話
仕
候
、
其
節
ハ
御
国
内
ニ
紙
屋

も
無
御
座
候
所
、
只
今
ニ

而
ハ
所
々
紙
屋
出
来
仕
、
別

而
寺
原
・
西
原
な
と

ニ
ハ
紙
屋
数
多
御
座
候

者
、
鼻
紙
等
多
出
来
仕
候
故
、
自
然
と
値
段
下
置
ニ

罷
成
、
捌
口
不
宜
御
座
候
ニ
付
、
紙
屋
一
通
ニ

而
も
日
々
渡
世
差
支
申
候
故
、

若
キ
者
共
ニ
ハ
、
稼
キ
之
た
め
ニ
先
年
之
通
鮎
川
鵜
遣
ひ
等
為
致
見
申
度
由
、

在
所
之
者
共
も
申
候
御
事
ニ
御
座
候
、

一
右
寺
原
村
内
之
小
峠
之
義
ニ
御
座
候
得

者
、
年
々
寺
原
村
庄
屋
給
・
諸
懸
リ
・

諸
達
筋
迄
仕
候
、
同
村
一
同
之
義
ニ
御
座
候
所
、
村
方
ゟ
障
り
、
右
稼
差
留

候
義
甚
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
私
共
家
之
義
ハ
不
及
申
上
、
前
方
ハ
鵜
網
ニ

而
鮎

川
稼
仕
候
者
小
峠
ニ
数
多
御
座
候
、
全
体
同
シ
村
百
性
之
内
ニ

而
、
私
共

并

ニ
小
峠
ニ
限
り
右
稼
キ
不
相
成
と
の
品
、
御
聞
届
ケ
之
上
御
了
簡
被
為
成
下

候
様
乍
恐
奉
願
上
候
、
此
段
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
　

未
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

寺
原
村
之
内
小
峠

兵
衛　

㊞

林
同
所
惣
代　

蔵　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

嘉

寺
原
村
庄
屋

左
衛
門
殿

（
四
）
小
峠
紙
屋
株
の
質
入
・
売
買

68　

紙
屋
株
質
入
れ
証
文　
　

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

　
　
　

指
入
申
質
地
証
文
事

一
小
峠
紙
屋
株
壱
ケ
所
、
四
方
境
目　

西
ハ
大
道
か
き
り　
　
　

東
ハ
宮
道
か
き
り　
　

南
ハ
繁
三
郎
類
地
限
り　

北
ハ
熊
四
郎
類
地
限
り

　

一
百
五
十
四

屋
敷　

壱
畝
三
歩　

高
壱
斗
三
升
弐
合　

御
帳
七
左
衛
門

　

一
百
五
十
五

七
畑　

壱
畝
九
歩　

高
四
升
壱
合　
　
　

御
帳
同
人

　

一
百
五
十
二

三
畑　

弐
拾
壱
歩　

高
弐
升
壱
合　
　
　

御
帳
同
人

　

一
百
五
十
三

六
畑　

壱
畝
十
八
歩
高
九
升
六
合　
　
　

御
帳
同
人

　
　

畑
壱
ケ
所
、
但
四
方
境
目　

西
ハ
常
助
後
ふ
ち
か
き
り　
　
　

東
ハ
佐
右
衛
門
類
地
ふ
ち
か
き
り　

南
ハ
繁
三
郎
類
地
か
ぎ
り　
　

北
ハ
要
助
類
地
か
き
り　
　

　

一
二
百
四
十
四四

畑　

壱
畝
歩　
　

高
四
升　
　
　
　
　

御
帳
七
左
衛
門

　

一
二
百
四
十
五三

畑　

三
歩　
　
　

高
三
合　
　
　
　
　

御
帳
同
人

　

一
二
百
四
十
八三

畑　

壱
畝
九
歩　

高
三
升
九
合　
　
　

御
帳
同
人

　
　

畑
地
壱
ケ
所
、
但
シ
四
方
境
目　

西
ハ
常
類
地
さ
か
て
か
き
り　

東
ハ
宮
道
か
き
り　
　
　
　
　
　

南
ハ
三
郎
右
衛
門
類
地
か
ぎ
り　

北
ハ
繁
三
郎
境
め
か
き
り

　

一
百
二
十
七

六
畑　

弐
拾
壱
歩　

高
三
升　
　
　
　
　

御
帳
七
左
衛
門

　

一
百
二
十
八

六
畑　

壱
畝
歩　
　

高
三
升　
　
　
　
　

御
帳
同
人

　
　

高
合
四
斗
九
升
四
合
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右
者

此
度
上
納
差
支
、
宮
川
五
郎
右
衛
門
殿
初
申
頼
母
子
五
番
口
取
受
、
懸
銀

不
残
慥
ニ
借
用
申
処
実
正
御
座
候
、
返
済
之
儀
ハ
年
両
度
ツ
ヽ
、
但
シ
閏
年
ニ

ハ
三
度
ツ
ヽ
、
壱
座
ニ
銀
三
拾
目
ツ
ヽ
、
頼
母
子
を（

終
）

ハ
リ
迄
急
度
掛
も
と
し

可
仕
候
、
若
シ
壱
座
ニ

而
も
本
人
不
埒
仕
候
ハ
ヽ
、
受
込
人
方
へ
右
質
物
引
請
、

急
度
懸
次
可
申
候
、
仍
之
頼
母
子
質
地
之
証
文
如
件
、

文
政
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
本
人
小
峠

助　
　

㊞

卯
二
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
受
人
同
村
質
か
し
主

七　
　

㊞

九
右
同
断
同
村兵

衛　

㊞

頼
母
蓮（

連
）

中
御
衆
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
右
同
断
宮
川右

衛
門

右
之
通
致
承
知
候
、

利
小
峠
庄
屋

七　
　

㊞

栄

肝
煎

助

69　

本
銀
返
し
証
文
（
後
欠
）　　

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

　
　
　
　

本
銀
返
証
文
之
事

一
小
峠
紙
屋
敷
田
畑
壱
ヶ
所
、但
四
方
境
目　

百
一　
　
　
　

一小
峠（
か
脱
）つ
へ
谷
内

二
畑
六
歩　
　
　
　
　

高斗
代
定
免
弐
ツ
取
証
文
地

　

四
合　
　
　
　
　

御
帳

百
三　
　
　
　

一同
下
紙
屋三

畑
弐
拾
七
歩　
　
　

高　

弐
升
七
合　
　
　

惣
太
郎
㊞

百
十　
　
　
　

一同

三
畑
三
畝
拾
弐
歩　
　

高　

壱
升
弐
合　
　
　

同
人

百
十
一　
　
　

一同

三
畑
壱
畝
弐
拾
四
歩　

高　

五
升
四
合　
　
　

同
人

百
十
四　
　
　

一同
家
後
通二

畑
三
歩　
　
　
　
　

高　

弐
合　
　
　
　
　

同

百
十
五　
　
　

一同

四
畑
弐
畝
弐
拾
七
歩　

高　

壱
斗
壱
升
六
合　

同

百
十
六　
　
　

一同

三
畑
壱
畝
歩　
　
　
　

高　

三
升　
　
　
　
　

同

百
十
七　
　
　

一同

三
畑
壱
畝
十
九
歩　
　

高　

四
升
八
合　
　
　

同

一
百
七
十
三　

一同
小
峠
下
紙
屋
分

五
畑
廿
七
歩　
　
　
　

高　

四
升
五
合　
　
　

同

一
百
七
十
四　

一同

七
畑
弐
畝
歩　
　
　
　

高　

壱
斗
四
升　
　
　

同

一
百
七
十
五　

一同

五
畑
弐
拾
四
歩　
　
　

高　

四
升　
　
　
　
　

同

一
百
七
十
六　

一同

八
田
弐
畝
廿
四
歩　
　

高　

弐
斗
弐
升
四
合　

同

一
百
七
十
七　

一同

屋
敷
弐
畝
拾
二
歩　
　

高　

弐
斗
八
升
八
合　

同

一
百
七
十
八　

一同

六
畑
拾
五
歩　
　
　
　

高　

三
升　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　

外
ニ
拾
五
歩
用
水
溜
ニ
引
壱
斗
弐
升

一
百
七
十
九　

一同

六
畑
六
歩　
　
　
　

高　

壱
斗
弐
升
六
歩　
　

同

一
百
八
十　
　

一同

九
田
壱
畝
拾
弐
歩　

高　

壱
斗
四
升
四
合　
　

同

一
百
八
十
一　

一同

六
畑
弐
畝
拾
二
歩　

高　

壱
斗
四
升
四
合　
　

同

一
百
八
十
二　

一同

九
田
壱
畝
拾
八
歩　

高　

弐
斗
四
升　
　
　
　

同

一
百
八
十
三　

一同

八
田
三
畝
歩　
　
　

高　

弐
斗
四
升　
　
　
　

同

　
　

〆
高
合
壱
石
八
斗
壱
升
六
合　
内

　
　
　
　
　

但
、
家
・
長
屋
共　
　

　
　
　
　
　
　

代
銀
三
貫
目
也　
　
　
　

右
者

要
用
之
儀
依
有
之
、
我
等
所
持
之
新
田
畑
、
当
申
十
二
月
ゟ
来
ル
十
二
月

迄
拾
ヶ
年
之
間
、
本
銀
返
ニ
相
定
、
代
銀
不
残
受
取
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上

ハ
只
今
ゟ
右
新
田
畑
御
年
貢

幷
諸
役
共
其
方
支
配
可
被
致
候
、
右
年
限
之
内
本

銀
相
済
候
ハ
ヽ
、
右
新
田
畑
無
相
違
御
返
シ
可
有
之
、
年
限
過
候
ハ
ヽ
、
此
証

文
ニ

而
弥
其
方
支
配
可
被
致
候
、
其
以
後
一
言
之
申
分
有
之
間
敷
候
、
尤
此
新

田
畑
ニ
お
ゐ
て
何
方
掛（

構
）

妨
ケ
無
之
候
、
若
障
儀
出
来
候
ハ
ヽ
、
此
判
形
人
罷
出
、

急
度
埒
明
ケ
可
申
候
、
仍

而
為
後
日
証
文
如
件
、

　

嘉
永
元
年 

惣
売
主
小
峠

太
郎　

㊞

申
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
口
入
同
村

五
郎　

㊞

与
右
同
断

三
郎

幸
請
人
湯
子
川
村左

衛
門
㊞

九
右
同
断
小
峠
肝
煎

兵
衛　

㊞

文
右
同
同
村
庄
屋兵

衛　

㊞

　
　
　
（
後
欠
）

東
ハ
か
つ
へ
谷
限
り

西
ハ

南
ハ
か
つ
へ
谷
溝
後
ロ
き
し
か
き
り

北
ハ
定
七
畑
き
し
限
り

健
蔵
と
弥
平
構
と
墓
所

横
道
か
き
り

三
斗
八
升
三
合　

寺
原
新
畑
方
高
定
弐
ツ
取

壱
石
弐
升
弐
合　

田
方
小
峠
紙
屋
分

四
斗
壱
升
壱
合　
　
　

畑
方
右
同
断
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70　

本
銀
返
し
証
文　
　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

　
　
　

本
銀
返
し
証
文
之
事

一
田
地
壱
ヶ
所
、
但
四
方
境
目

　
　
　
　
　

内

百
七
十
三　

一小
峠
紙
屋五

畑
弐
拾
七
歩　
　
　

高
四
升
五
合　
　
　

惣
太
郎

百
七
十
四　

一
七
畑
弐
畝
歩　
　
　
　

高
壱
升
四
合　
　
　

同
人

百
七
十
五　

一
五
畑
弐
畝
四
歩　
　
　

高
四
升　
　
　
　
　

同
人

百
七
十
六　

一
八
田
弐
畝
弐
拾
四
歩　

高
弐
斗
弐
升
四
合　

同
人

百
七
十
七　

一
屋
敷
弐
畝
拾
五
歩　
　

高
弐
斗
八
升
八
合　

同
人

百
七
十
八　

一
六
畑
拾
五
歩　
　
　
　

高
三
升　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　

外
ニ
弐
畝
壱
歩
也
用
水
溜
ニ
引

百
七
十
九　

一
六
畑
六
歩　
　
　
　
　

高
壱
升
弐
合　
　
　

同
人

百
八
十　
　

一
九
田
壱
畝
拾
弐
歩　
　

高
壱
斗
弐
升
六
合　

同
人

百
八
十
壱　

一
六
畑
弐
畝
拾
弐
歩　
　

高
壱
斗
弐
升
四
合　

同
人

百
八
十
二　

一
九
田
壱
畝
拾
八
歩　
　

高
壱
斗
四
升
四
合　

同
人

百
八
十
三　

一
八
田
三
畝
歩　
　
　
　

高
弐
斗
四
升　
　
　

同
人

　
　
　
　

反
合
壱
反
八
畝
歩

　
　
　
　

田
畑
高
合
壱
石
四
斗
三
升
三
合

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

弐
斗
八
升
八
合　
　
　
　

屋
敷

　
　
　
　
　

七
斗
三
升
四
合　
　
　
　

田
方

　
　
　
　
　

四
斗
一
升
壱
合　
　
　
　

紙
屋
畑

　
　
　
　

但
シ
、
家
壱
軒
長
屋
共

　
　
　
　

此
代
銀
弐
貫
五
百
也

右
銀
子
要
用
之
儀
依
有
之
、
我
等
所
持
之
田
畑
家
屋
敷
其
元

江
相
渡
シ
、
右
銀

子
不
残
受
取
、
当
辰
極
月
ヨ
リ
来
ル
未
ノ
極
月
迄
拾
五
ヶ
年
之
間
、
本
銀
返

し
ニ
相
定
候
上

者
、
自
今
右
之
田
畑
御
年
貢
幷
諸
役
共
其
元
可
致
支
配
候
、
年

限
之
内
ニ

而
も
本
銀
相
渡
候
ハ
ヽ
、
右
田
畑
家
屋
敷
無
相
違
可
有
之

（
マ
マ
）御

返
し
候
、

若
年
限
過
ギ
候
ハ
ヽ
、
此
証
文
ニ

而
其
方
弥
可
被
致
支
配
候
、
其
節
一
言
之
申

分
有
之
間
敷
候
、
尤
右
田
畑
家
屋
敷
ニ
お
ゐ
て
何
方
ゟ

茂
構
妨
無
之
候
、
若
障

儀
出
来
候
ハ
ヽ
左
之
判
形
人
罷
出
、
急
度
埒
明
可
申
候
、
依

而
為
後
日
証
文
如
件
、

　

安
政
三
年 

弥
売
主
小
峠

太
郎　
　

印

辰
極
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
証
人
同
所

三
郎　
　

㊞

勝
同
所
村
惣
代兵

衛　
　

㊞

重
同
所
肝
煎

左
衛
門　

㊞

佐
同
断
庄
屋

五
衛
門　

㊞

71　

飲
み
水
水
道
に
つ
き
願
書　
　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

　
　
　
　

差
入
申
書
付
之
事

一
私
吞
水
無
御
座
ニ
付
、
小
畑
元
吉
地
面
之
内
よ
り
堀
り
通
シ
候
処
、
水
道
甚

差
支
ニ
付
、
其
御
許
様
所
持
之
畑
観
音
堂
屋
敷
堀
通
さ
せ
被
下
度
、
自
然
御

差
支
之
節

者
何
時
ニ

而
も
元
方
通
相
廻
可
申
候
間
、
御
頼
申
上
候
、
為
念
如
件
、

明
治
六
戌
十
一
月 

前
清
水
村

嶋
政
次
郎　

㊞

　
　
　
　
　
　

笠
清
水
村

松
惣
太
郎
殿

72　

笠
松
家
由
緒
に
つ
き
上
申
書
（
下
書
）　　

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

　
　
　
　
　

上
申
書

原
告
ノ
祖
先
ハ
有
田
郡

三
　
田

清〻
水〻
村
ニ
住
シ
、
笠
松
佐
太
夫
正
永
ト
称
シ
、
旧
和
歌

山
藩
主
南
龍
院
殿
ノ
代
普
請
役
ヲ
被
命
、
所
有
ノ
玄
米
六
百
五
拾
三
石
ヲ
弁
出

シ
、
新
ニ
川
溝
ヲ
開
掘
シ
、
五
百
石
余
ノ
田
地
ノ
旱
害
ヲ
止
メ
、
或
ハ
新
田
ヲ

開
キ
或
ハ
地
籍
ヲ
変
換
ス
ル
等
、
巨
多
ノ
鴻
益
ヲ
起
シ
大
ニ
功
ヲ
顕
ハ
シ
タ
リ

茲〻
〻

〻

〻

ニ
於
テ
、

為

従
前
旱
損
地
ヲ
所
持
セ
シ
者
、
耕
耘
ス
ル
モ
貢
納
ス
ラ
凌
ク
能
ハ

ザ
リ
シ
ヲ
以
テ
居
村
ヲ
立
退
、
他
ニ
移
住
セ
シ
者
ノ
子
孫
ヲ
呼
返
シ
、
帰
住
セ

シ
メ
タ
ル
等
ノ
功
労
不
尠
、
賞
誉
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
屡
々
ナ
リ
ト
云
フ
、
又
紀
伊

国
中
ニ
於
テ
製
紙
ノ
業
ヲ
営
ム
者
ナ
カ
リ
シ
ヲ
、
万
治
年
間
佐
太
夫
ハ
藩
主
ノ

東
者
七
兵
衛
通
り
限
り

西
者
大
溝
限
り

南
者
か
つ
せ
ん
谷
限
り

北
者
宇
三
郎
類
地
限
り

　
　
　

健
次
類
地
限
り
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命
ヲ
受
ケ
、
初〻

〻

〻
メ
テ
製
紙
ノ
業
ヲ
開
始
シ
タ
リ
、
是
レ
我
紀
伊
国
ニ
於
テ
製
紙

ノ
濫
觴
ナ
リ
ト
ス
、
其
開
業
ノ
始
メ
ニ
方
ツ
テ
、
先
ツ

隣住〻
村
清
水
ノ
荘
寺
原
・

湯
子
川
・
西
原
ノ
三
ヶ
村
（

自
今
通
シ
テ
清

水
村
ト
云
フ
）
人
民
（

万
治
年
間
ニ
ハ
十
二
軒
ノ

人
家
ア
ル
而
已
ナ
リ
シ
）
ニ
謀
リ
、

同
村
所
属
ノ
字
小
峠
ト
称
ス
ル
山
地
ヲ
貰
受
ケ
、
之
レ
ヲ
左
太
夫
一
資
力
ヲ
以

テ
紙
屋
林
（

楮
ヲ
植
付
或
ハ
紙
漉
場

及
ヒ
家
屋
ヲ
建
築
ス
）
ニ
開
墾
シ
タ
リ
、
則
其
証
憑
ハ
第
壱
号
証
ヲ

見
テ
其
事
蹟
ヲ
徴
ス
可
シ
、
然
リ
而
シ
テ
右
開
墾
ノ
地
ニ
弐
拾
弐
軒
ノ
家
屋
ヲ

建
設
シ
、
之
レ
ニ
村
民
ヲ
住
マ
ハ
セ
、
或
ハ
他
村
ヨ
リ
移
住
セ
シ
メ
、
専
ハ
ラ

紙
漉
業
ヲ
盛
大
ニ
営
ミ
、
製
紙
ハ
至
極
善
良
ノ
結
果
ヲ
得
、
旧
藩
主
ノ
鼻
紙
用

ニ
賞
供
セ
ラ
ル
ノ
ニ
至
ル
而
已
ナ
ラ
ス
、
遂
ニ
保
田
紙
ト
称
ス
ル
他
国
ニ
輸
出

ス
ル
事
ト
ナ
リ
、
今
尚
世
人
用
ユ
ル
保
田
紙
ト
称
ス
ル
ハ
清
水
村
ニ
於
テ
製
ス

ル
紙
則
是
ナ
リ
、
如
斯
事
実
ナ
ル
ヲ
以
紙
漉
業
開
始
之
際
、
国
主
ヨ
リ
米
三
百

俵
ヲ
合
力
セ
ラ
レ
、
尚
清
水
村
ニ
於
テ
字
小
峠
・
嶋
・
小
原
ノ
三
ヶ
所
ノ
新
開

地
（

所
謂
新
田

ノ
事
ナ
リ
）
ヲ
拝〻

〻

〻
領
拝
領
シ
、
有
田
郡
山
保
田
組
大
庄
屋
役
ヲ
被
命
タ
リ
、

以
上
述
ル
処
ハ
本
件
第
一
号
証
ノ
成
立
ヲ
証
明
ス
ル
ニ
必
要
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、

本
願
請
求
ス
ル
処
ノ
字
小
峠
ト
称
ス
ル
地
所
ハ
、
原
告
祖
先
ノ
所
有
タ
ル
コ
ト

明
カ
ナ
リ
ト
ス
、
又
其
製
紙
ニ
付
弐
拾
弐
軒
ノ
家
屋
ヲ
建
設
シ
、
之
レ
ニ
村
民

ヲ
移
住
セ
シ
メ
、
紙
漉
業
ヲ
営
マ
セ
タ
ル
事
蹟
ハ
第
弐
号
証
ニ
依
テ
明
瞭
ナ
リ
、

以
上
ノ
事
実
及
ヒ
証
拠
ニ
依
テ
今
ヨ
リ
其
往
時
ヲ
回
顧
ス
レ
ハ
、
笠
松
左
太
夫

ハ
清
水
村
ノ
領
主
同
様
ノ
有
様
ニ
テ
、
村
民
ハ
挙
テ
家
僕
タ
リ
シ
者
ノ
如
シ
、

其
第
二
号
証
文
ニ
（
御
金
米
御
拝
借
云
々
）
ノ
文
詞
ア
ル
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
徴
ス

ル
ニ
足
ル
可
シ
、
蓋
シ
該
第
二
号
証
ノ
宛
テ
名
ニ
小
峠
矢
之
助
殿
ト
ア
ル
ハ
左

太
夫
ノ
二
男
ニ
シ
テ
、
左
太
夫
ハ
老
年
ニ
及
ヒ
大
庄
屋
役
ヲ
辞
退
シ
、
其
長
男

左
伝
ヲ
本
家
ニ
置
キ
、
二
男
矢
之
助
ヲ
連
レ
字
小
峠
則
紙
漉
場
へ
移
住
シ
、
同

所
ハ
矢
之
助
へ
譲
リ
渡
タ
ル
カ
為
メ
ナ
リ
ト
ス
、
左
太
夫
ハ
予
メ
死
期
ヲ
悟
リ

寛
文
十
二
年
中
家
族
江
遺
物
相
続
及
ヒ
分
与
ノ
処
置
ヲ
行
ヒ
、
其
長
男
左
伝
へ

第
三
号
証
ノ
如
ク
遺
言
ヲ
為
シ
、
之
レ
ニ
当
時
ノ
代
官
役
并
ニ
郡
奉
行
カ
証
拠

判
ヲ
為
シ
タ
リ
、
此
遺
書
ニ
依
テ
見
レ
ハ
、
以
上
開
陳
ス
ル
処
ノ
事
実
ハ
益
以

テ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
、
夫
レ
如
斯
実
況
ナ
ル
カ
故
ニ
子
孫
世
々
繁
昌
シ
タ
ル
モ
、

世
代
リ
星
遷
リ
弐
百
余
年
来
ノ
今
日
ニ
至
ル
、
種
々
世
態
変
遷
シ
分
家
親
族
死

絶
シ
、
今
ヤ
其
正
統
ハ
原
告
総
太
郎
ノ
一
家
存
ス
ル
而
已◯

夫
レ

◯
古
今
盛
衰
◯
歎
ス

ル
ノ
外
ナ
シ
、
然
レ
ド
モ
原
告
総
太
郎
ハ
今
日
ハ
貧
窮
ニ
陥
リ
タ
レ
ド
モ
、
御

維
新
前
後
ハ
尚
ホ
相
当
ノ
財
産
ヲ
所
有
セ
リ
、
故
ニ
今
争
フ
地
所
ニ
於
ケ
ル
祖

先
左
太
夫
カ
小
前
共
ニ
貸
与
シ
タ
ル
儘
、
別
ニ
貸
地
料
及
ヒ
小
作
米
等
ヲ
徴
収

ス
ル
事
無
ク
、
荏
苒
歳
月
ヲ
経
過
シ
来
レ
リ
、
然
ル
ニ
去
ル
明
治
五
年
中
地
券

御
発
行
ノ
公
布
ア
リ
シ
際
、
古
証
文
ヲ
提
出
シ
、
地
券
ノ
下
付
ア
ラ
ン
事
ヲ
当

時
ノ
戸
長
ニ
請
求
シ
タ
ル
ニ
、
戸
長
ノ
曰
ク
、
勿
論
其
古
証
文
ニ
依
テ
原
告
カ

所
有
地
タ
ル
事
明
瞭
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
左
太
夫
カ
村
民
ヲ
移
住
セ
シ
メ
往
時
ヨ

リ
弐
百
余
年
ノ
星
霜
ヲ
累
ネ
、
習〻

〻

〻

〻

〻

〻

慣
ノ
久
シ
キ
其
住
民
ノ
子
孫
モ
又
種
々
変
換

シ
彼
レ
等
習
慣
ノ
久
シ
キ
其
往
昔
ヲ
知
ラ
ス
、
唯
己
レ
等
ガ
所
有
地
ナ
リ
ト
心

得
居
ル
ヤ
必
セ
リ
、
故
ニ
今
一
時
ニ
原
告
へ
地
券
ノ
下
付
ア
ラ
ン
ニ
ハ
彼
レ
等

ハ
己
レ
ノ
地
ヲ
押
領
セ
ラ
ル
ト
心
得
違
ヒ
、
如
何
ナ
ル
騒
擾
ヲ
惹
起
ス
モ
知
ル

可
カ
ラ
ス
、
追
テ

其
時
機
ヲ
得〻

〻

〻
テ
説
見
テ
、
彼
レ
住
民
等
ニ
其
理
由
ヲ
説
明
シ
、

原
告
名
前
ニ
更
改
ス
可
シ
、
何
分
打
任
セ
置
ク
可
シ
ト
懇
諭
セ
ラ
レ
タ
リ
、
当

時
原
告
ハ
尚
ホ
相
当
ニ
生
計
相
営
ミ
居
リ
、
且
戸
長
ノ
懇
諭
一
理
ア
リ
ト
思
考

セ
シ
ヲ
以
テ
遂
ニ
貴
意
ニ
随
ヒ
、
強
テ
請
求
ヲ
為
サ
ス
、
荏
苒
打
過
キ
タ
ル
次

第
ナ
リ
、
夫
レ
如
斯

事
 
蹟

始〻
末〻
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
御
維
新
後
ノ

納徴〻
税
ハ
住
民
ヨ
リ
凌
キ
、

原
告
ハ
別
ニ
貸
地
料
ヲ
徴
収
シ
タ
ル
事
モ
ナ
ク
、
今
日
ニ
至
リ
シ
ガ
、
原
告
ハ

追
々
難
渋
ニ
陥
リ
生
活
ノ
道
殆
ン
ト
絶
ン
ト
ス
ル
ヲ
以
、
該
地
ヲ
取
戻
シ
、
祖

先
ノ
祭
祀
ヲ
継
カ
ン
ト
欲
シ
、
御
勧
解
ヲ
請
願
ス
ル
所
以
ニ
候〻
有
之
候
、

右
ノ
事
実
ニ
付
、
被
告
共
ニ
於
テ
今
日
其
地
券
ヲ
所
持
罷
在
リ
ト
雖
ト
モ
、
其

所
有
タ
ル
ノ
原
因
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
可
シ
ト
思
考
仕
候
間
、
証
拠

物
御
熟
閲
ノ
上
、
請
求
ノ
地
所
◯々有
権
回
復
等
成
候
様
御
勧
解
奉
願
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
歌
山
県
紀
伊
国
有
田
郡
清
水
村
平
民

　

明
治
十
九
年
十
二
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
松
総
太
郎

和
歌
山
治
安
裁
判
所

　
　

判
事
補　

宮
田
近
義
殿

如
斯
、
唯
◯
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（
以
上
罫
紙
、
以
下
罫
線
な
し
）

二
千
三
百
五
十
号　
　

金
四
拾
弐
銭 

受
取

有
田
郡
清
水
村　

笠
松
総
太
郎

　

右
之
者
十
二
月
廿
七
日
午
前
第
十
時
、　

出
頭
可
致
事

但
出
頭
致
シ
タ
ル
節
此
喚
出
状
へ
名
刺
相
添
へ
訴
所
へ
可
差
出
、
若
シ
無

届
遅
不
参
ス
ル
ト
キ
ハ
五
銭
以
上
拾
円
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
科
料
金
ヲ
言
渡

ス
事
ア
ル
ヘ
シ

　

明
治
十
九
年
十
二
月
廿
一
日

　
　

和
歌
山
治
安
裁
判
所
印

　

主
任
猪
飼

73　

紙
漉
業
下
賜
金
に
つ
き
伺
書　
　

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）

　
　
　
　

御
伺

私
共
ハ
有
田
郡
旧
山
保
田
荘
笠
松
佐

（
マ
マ
）

太
夫
之
末
孫
ニ
シ
テ
衆
人
不
知
者
ハ
無
之
、

耳
ナ
ラ
ズ
、
右
笠
松
佐
太
夫
儀

者
寛
文
十
三
年
六
月
十
九
日
死
亡
致
、
当
明
治

廿
二
年
迄
年
ヲ
経
ル
事
弐
百
廿
有
余
年
ニ
シ
テ
、
私
共

者
十
代
目
ノ
家
督
相
読（

続
）

ヲ
継
キ
タ
ル
斗（

当
）

主
ニ
相
違
無
之
、
然
ル
ニ
昔
年
ハ
旧
御
国
内
ニ
於
紙
漉
業
ヲ
営

ム
事
一
切
ナ
カ
リ
シ
ニ
、
亡
先
祖
笠
松
佐
太
夫
ナ
ル
者
発
業
セ
シ
ニ
ヨ
リ
、
御

取
調
之
上
、
其
賞
ト
シ
テ
過
ル
明
治
十
弐
、
三
年
ノ
頃
、
金
五
円
御
役
所
迄
下

賜
有
之
儀
ト
嚮
ニ
伝
聞
仕
候
得
共
、
其
実
虚
ハ
相
分
兼
候
ニ
付
、
此
段
奉
恐
縮

候
得
共
、
一
応
御
伺
被
申
上
候
、
若
モ
御
役
所
迄
下
賜
相
成
有
之
儀
ニ
候
得

者
、

前
文
之
如
私
共
ハ
末
孫
ニ
シ
テ
、
右
亡
祖
佐
太
夫
ノ
追
福
ヲ
営
ミ
度
候
ニ
付
、

御
金
御
下
賜
被
成
下
度
伺
旁
奉
懇
願
候
也
、

　

明
治
二
十
弐
年
十
月
丗
一
日　
　

有
田
郡
八
幡
村
大
字
清
水笠

松
惣
太
郎
㊞

　

有
田
郡
長
野
田
四
郎
殿

　
　

有
一
照
第
二
五
号

御
郡
内
八
幡
村
大
字
三
田
故
笠
松
佐
太
夫
ナ
ル
者
、
万
治
年
間
製
紙
業
ヲ
旧
山

保
田
荘
人
民
へ
誘
導
拡
張
セ
シ
メ
タ
ル
功
績
ヲ
以
テ
、
過
ル
十
六
年
聯
合
共
進

会
開
設
ノ
際
共
趣
キ
申
立
候
処
、
同
人
へ
追
賞
并
金
七
円
下
賜
セ
ラ
レ
有
之
処
、

今
般
有
志
者
協
儀（

義
）

ヲ
以
同
人
ノ
記
念
碑
建
設
ノ
運
ヒ
有
之
趣
、
就
テ
ハ
基
本
ト

シ
テ
賞
状
并
金
員
下
附
可
相
成
筈
ニ
候
間
、
有
志
者
惣
代
五
名
以
上
連
署
之
上
、

役
場
経
テ
出
願
候
様
御
取
計
相
成
度
、
郡
長
依
命
此
段
及
照
会
候
也
、

　

明
治
廿
二
年
十
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　

第
一
科
長
栗
山
国
次
郎
印

　
　
　

八
幡
村
々
長
笠
松
淳
蔵
殿

　
　
　

御
願

私
儀
当
有
田
郡
旧
山
保
田
荘
内
旧
三
田
村
ニ
住
居
セ
シ
亡
笠
松
佐
太
夫
末
孫
ニ

シ
テ
、
世
人
ノ
知
ル
処
ナ
リ
、
古
亡
租（

祖
）

佐（
左
）

太
夫
儀
ハ
同
郡
旧
清
水
村
字
小
峠
ヱ

隠
居
罷
有
、
終
ニ
寛
文
拾
三
年
六
月
十
九
日
死
亡
致
シ
、
今
年
月
ヲ
経
ル
事
弐

百
廿
有
余
年
ニ
シ
テ
、
則
チ
私
共
拾
代
目
ノ
家
督
相
続
ヲ
継
キ
タ
ル
戸
主
ニ
有

之
、
陳
ル
ニ
、
昔
年
ハ
当
国
内
ニ
於
テ
製
紙
業
ヲ
営
ム
者
勝
テ
ナ
カ
リ
シ
ニ
、

亡
租
先
佐
太
夫
ナ
ル
者
製
紙
工
業
ヲ
開
業
シ
、
現
今
我
地
方
ニ
於
テ
盛
営
有
之

而
已

ナ
ラ
ス
、
前
文
如
ク
私
共
末
孫
ニ
有
之
、
依
テ
地
方
有
志
者
ヲ
募
リ
、
亡

佐
太
夫
ノ
記
念
碑
健（

建
）

設
致
度
候
ニ
付
、
此
段
奉
恐
縮
候
得
共
御
庁
迄
御
下
賜
有

之
賞
状
及
金
員
等
御
下
与
被
成
下
度
、
依
テ
証
人
連
署
ヲ
以
奉
懇
願
候
也
、

笠

有
田
郡
八
幡
村
大
字
清
水松

惣
太
郎　

印

　

明
治
廿
三
年 

海

同
郡
同
村
大
字
西
原

瀬
亀
太
郎　

印

　
　
　
　
　

一
月
廿
五
日 

安

同
郡
同
村
大
字
三
田
村井

整
一
郎　

印

保

同
郡
同
村
大
字
清
水

田
源
右
衛
門
印

有
田
郡
長
野
田
四
郎
殿

＊
39
〜
60
、
62
〜
73
（
笠
松
俊
男
家
文
書
）
印
章
は
あ
る
が
、
同
じ
筆
跡
や
転

写
時
の
誤
記
も
あ
り
、
写
し
が
多
く
混
じ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。


